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第７節 全国償却委員会文書第２０２６号

これは第２０２６号文書，「フライベルク管区・プルシェンシュタイン＝ザイダの騎士領領主とノイハ

ウゼンの製粉水車との間の，１８４０年９月２１日／９月３０日／１２月１日の償却協定（１）」である．本協定は

本稿第４－第５節の協定より早く，第６節の協定より遅くに作成され，これら３協定と同日に承認さ

れた．しかも，本協定はほぼ２月後に再度承認された．

一方の被提議者，……世襲・所有地プルシェンシュタイン＝ザイダの所有者……と他方の提議者，

ノイハウゼンの免税製粉水車，保険番号２９，および，数片の免税付属地……の所有者フリードリヒ・

レーベレヒト・ウルブリヒト（２）（Friedrich Leberecht Ulbricht）は，本文書に詳記された相互的権利の

廃止に関して，また，認められるべき補償に関して，全国償却委員会の承認を除いて，一括して次の

ように協定した．��なお，特別［償却］委員は前節の協定と同じである．

第１条．提議者である，ノイハウゼンの上記水車所有者 F. L.ウルブリヒトには

（ａ）プルシェンシュタインの騎士領領主，その家族・家僕と，穀物を現物給与として受ける下級役

人，さらに，［農場］借地人，その家族・雇い人，並びに，プルシェンシュタインの城で，また，城

の分農場で働く経営用奉公人のために，あらゆる種類の穀物を無料・無償で製粉し，糠も戻し，パン

を焼く，

（ｂ）最後に述べられた奉公人のために，上質のスープ用穀粉を毎週２メッツェずつ無償で供給し，

また，祭日には彼らのために無償で果子を焼く，

（ｃ）プルシェンシュタインの騎士領館での醸造，蒸留と家畜肥育のための，すべての穀物を無償で

粗挽きする，そして，

（ｄ）プルシェンシュタインの騎士領領主から毎年３マルターのパン穀物を時価で買い取る，

という義務があった．彼のこの義務を騎士領プルシェンシュタイン＝ザイダの所有者……は，償却年

地代９０Tと引き換えに，１８４１年初から永久に免除した．

第２条．親方 F. L. ウルブリヒトはこの免除を受け入れた．それに対して彼は，取り決められた償

却年地代９０Tを，上記水車と付属地で引き受けた．これは２０グルデン鋳貨率［の鋳貨］で１８４１年初か

ら年４回……騎士領プルシェンシュタインに支払われる．

第３条．同じように，パン焼き用および馬具用木材（Schirrholze）の分担として，伐採夫賃金と森

林副収入（Forstaccidenzien）を支払って，（ａ）１２クラフター ６
４エレの軟材薪と（ｂ）それぞれ……

外部が２エレのブナ２本を，騎士領林地から毎年，親方 F. L. ウルブリヒトに無料で引き渡し，差し

出す義務が被提議者にあった．［提議者は］被提議者のこの義務を１８４１年初から永久に免除した．

第４条．被提議者……は，容認されたこの［権利］放棄のために，提議者である親方 F. L. ウルブ

リヒトの水車から騎士領プルシェンシュタインに毎年支払われるべき世襲貢租１００Tのうち，３３Tを

１８４１年初から将来に亘って軽減し，したがって，この時点以後，あの世襲貢租を年１００Tから年６７T

に引き下げた．
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第５条．［第２条による償却年地代９０Tの地代銀行委託および委託地代関連法規��省略］

第６条．［償却費用の分担��省略］

第７条．［同文４部の償却協定��省略］

プルシェンシュタイン城にて１８４０年９月２１日

同年９月２１日の協定署名集会議事録は紹介を省略する．

同年９月３０日に全国償却委員会，シュピッツナーはこの協定を承認した．これには同年１２月１日の

補足が付けられている．「……本償却協定第１条において２０グルデン鋳貨率［の鋳貨］で取り決めら

れた償却地代９０Tは１８４１年初から回転し始めるので，それは，地代銀行に委託されるためには，１８４０

年７月２０日付けおよび２１日付け鋳貨制度関連２法律に従って，１４ターラー鋳貨率［の鋳貨］に……換

算されるべきである．それは後者［の鋳貨］では９２T１５G−Pになる．そのうち９２T１４G８Pは地代銀行

に毎年，そして，−T−G２Pはプルシェンシュタインの騎士領領主に直接に，支払われるべきであ

る．……」．

この協定によれば，一方では，ノイハウゼンの水車屋親方は，騎士領所有者と騎士領経営に必要な

穀物を製粉し，パンに焼き，騎士領における醸造・蒸留・家畜肥育のための穀物を粗挽きし，さら

に，騎士領奉公人のスープに用いられる穀粉を供給する，などなどの義務を負っていた．主として賦

役と現物貢租と見なされる，これらの義務は騎士領所有者に対する領民の負担の一種である．他方

で，騎士領所有者は，一定量の薪と馬具用木材を騎士領林地から水車屋に提供する義務を負ってい

た．この義務は領民に対する騎士領所有者のそれである．本協定はこれら２種類の封建的義務を償却

した．第１に，水車屋の義務は旧鋳貨９０T（新鋳貨９２T１５G）の年地代でもって償却された．第２に，

騎士領所有者が義務として提供する現物は年３３Tと評価された．もっとも，この償却地代３３T（ある

いはその一時金）は騎士領所有者からは支払われず，水車屋の世襲貢租が従来の年１００Tから年６７T

に減額された．これらの償却年地代を，プフェニヒ額を切り捨てて，一時金額に換算したものが第１

表である．（１）は，第１条によって水車屋が騎士領に償却したものを，（２）は，第３条によって騎士領

が水車屋に償却したものを示す．

第１表 一時金換算年地代合計額

� 水車屋から ９２NT１５NG｛２，３１２NT１５NG≒２，３１２NT｝〈７３％〉
� 騎士領から３３AT＝３３NT２７NG５NP≒３３NT２７NG｛８４７NT１５NG≒８４７NT｝〈２７％〉
� 合計額 ｛３，１５９NT｝〈１００％〉

水車屋が支払う�は，主として賦役と現物貢租の償却地代であるけれども，両者の構成比は不明で

ある．騎士領の負担となる�は，かつての現物提供義務に基づく．
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（注１）GK, Nr. 2026, Ablösungs−Rezeß vom 21. September/30. September/1. December 1840 zwischen der

Rittergutsherrschaft Purschenstein mit Sayda / Freiberger Amtsbez. und der Mühle zu Neuhausen.本協定の表題には
償却だけが記されている．その対象は，第１条と第３条によれば，騎士領に対する水車屋の義務（主とし
て賦役・現物貢租）と水車屋に対する騎士領の義務（現物提供）であった．なお，Rittergutsherrschaftは騎
士領領主と訳した．

（注２）この水車屋は全国償却委員会文書第２０２５号において協定番号１４（家屋）と３２（水車）の所有者である．
同協定第１条は，前者の不動産について償却年地代１T１０G５Pと一時金３T８G−Pを，後者について一時
金４T６G４Pを定めていた．また，第２条には，協定番号１４の家屋に「確定貨幣貢租」として課される世
襲貢租−T４G−Pが記されているけれども，協定番号３２の水車に対する世襲貢租は言及されていない．本稿
第６節，pp．１００，１０４，１０７を参照．この水車の世襲貢租は本償却協定に言及されている．

第８節 全国償却委員会文書第２０２７号

� 賦役償却協定

これは全国償却委員会文書第２０２７号，「ノッセン近郊の騎士領プルシェンシュタインとザイフェン

の住民との間の，１８４０年９月２１日／３０日の賦役償却協定（１）」である．この協定は前節の償却協定と同

じ日に作成され，承認された．

一方の被提議者と他方の提議者は，本協定に詳述される，騎士領プルシェンシュタイン＝ザイダの

権限の償却に関して……次のように和解し，協定した．一方の被提議者は，……世襲・所有地プル

シェンシュタイン＝ザイダの所有者……であり，他方の提議者は，プルシェンシュタインの［騎士

領］領主に属する鉱山市場町ザイフェンの下記のフーフェ農，オーバーハウス所有者，ウンターハウ

ス所有者と「家屋・「耕地」」所有者（義務者全員の氏名と不動産は後出第１表）である．��特別

［償却］委員は前節と同じであった．

第１条．本協定第２条に数え上げられる，騎士領プルシェンシュタイン＝ザイダの権限から彼らの

所有地（Besitzungen）を永久に解放するために，提議者 C. A. シュタイネルト［協定番号１］と仲間

たちは次の一時金あるいは地代あるいは地代と一時金の両者（後出第３表）の現金支払いを引き受け

た．それは，特別に作成された計算方式に従うもので，これを当事者双方は適当と承認した．また，

そこでは法律上の控除も，賦役［義務］者に与えられるべきであった反対給付も，至るところで考慮

された．

第２条．被提議者……は，彼に保証された，これらの年地代と一時金支払いを受け入れ，自分と騎

士領プルシェンシュタイン＝ザイダの後継所有者のために，提議者の同意の下で，法的に以下を義務

づけられている，と言明した．ザイフェンのフーフェ農，オーバーハウス所有者とウンターハウス所

有者および世襲村長の下記の賦役，すなわち，

（ａ）従来の麦芽運送の代わりに１７６９年……の協定によって導入された犁耕［賦役］６日，

（ｂ）プルシェンシュタイン城での雪かきの代わりに導入された確定パン穀物刈り取り［賦役］，

（ｃ）果たされるべき亜麻賦役，
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（ｄ）確定紡糸賦役，

（ｅ）確定羊剪毛［賦役］，

（ｆ）騎士領プルシェンシュタインのために屋根板を作る不確定賦役，

（ｇ）プルシェンシュタイン世襲台帳第４６条に基づく，ザイフェンの錫精錬所へのさまざまな賦役，

および，

（ｈ）保険番号４０［協定番号３５］のオーバーハウスに課される走り使い

は永久に消滅する．また，

（ｉ）借家人，すなわち，

（α）世襲村長，保険番号１［協定番号１］と農民地，保険番号２a，３－５，３３，３７，４６，５２，５３お

よび６４［協定番号２，４－６，２７，３１，４１，４７，４８および６４］，

（β）オーバーハウス，保険番号１２，２８，４０，４４，５５，５６，６７，７７，７９および９９［協定番号１２，２４，

３５，３９，５０，５１，５４，６１，６３および７０］，そして，

（γ）ウンターハウス，保険番号９，１３－１８，２１，２３－２５，３２，３８，３９，４１－４３，４５，４７－５１，５４，

６０，６６，６８－７０，７２－７４および１２３［協定番号１０，１３－２２，２６，３３，３４，３６－３８，４０，４２－４６，４９，

５２，５３，５５－６０および３］

の借家人，あるいは，これらの所有地に新築される家屋を将来１８３９年以後に借りる［借家人］から

は，狩猟金８Gと世襲貢租４G以外は，借家人賦役も［騎士領］領主への貢租も要求されない．ま

た，

（ｋ）誰もがその農地で他人のために亜麻を播くことを許される．かつて通例であった亜麻播種貢

租，すなわち，亜麻１フィアテル当たり雌鶏１羽あるいは貨幣１G９Pはもはや支払われない．さら

に，

（ｌ）騎士領プルシェンシュタインの羊はザイフェンの耕区に再び追い立てられ，放牧されることは

ない．

（ｍ）保険番号１７，４０，４４と６０［協定番号１７，３５，３９と５２］に，また，序文の［協定番号］７aに挙

げられた，C. F.ミュラー（ハイデルベルク）の １
１６フーフェに，課された現物貢租はもはや支払われ

ない．最後に，

（ｎ）保険番号４０［協定番号３５］のオーバーハウスがこれまで毎年支払ってきた世襲貢租４Gは廃止

されるべきであり，前条の方式で一連番号３５に同意された一時金によって償還される．

第３条．締結した償却協定の実施を当事者双方は一般的には１８３７年初と［定め］，償却される借家

人賦役に関してだけは，１８３９年初と定めた．そのために，この時点以後，同意された地代が回転し始

め，償却された賦役，貢租と放牧権は停止した．

第４条．［２０グルデン鋳貨率の鋳貨による一時金の支払時期��省略］

第５条．［２０グルデン鋳貨率の鋳貨による年地代の支払時期��省略］

第６条．［対物的負担としての年地代��省略］

第７条．［すべての年地代の地代銀行委託��省略］

第８条．［地代銀行委託額と地代端数��省略］
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第９条．［委託地代関連法規��省略］

第１０条．［地代端数の償還時期��省略］

第１１条．最後に被提議者……は以下を提議者に保証した．彼はその［騎士］領プルシェンシュタイ

ン＝ザイダにおいて，

連畜［賦役］１日を１１G以下の，

婦人の賦役１日を２G以下の，

麻屑から麻糸１巻を紡糸する［賦役］を，反対給付が同じ場合，３G以下の，

去勢雄鶏１羽を４G以下の，

雌鶏１羽を３G以下の，

鵞鳥１羽を６G以下の，

若い雌鶏１羽を１G以下の，

卵１ショックを８G以下の

年地代では，そして，

放牧権の事情が同じ場合，犁耕可能な１シェッフェル＝１５０平方ルーテの土地の羊放牧権を３P以

下の年地代では，

協定によって償却させることはないこと，本協定で引き受けられた地代を，一層低額のあの地代に引

き下げるつもりであること，あるいは，過剰支払い分を彼らに払い戻す［つもりである］ことを．

この場合に地代の引き下げは，引き下げられるべき地代額を，……［騎士領所有者］が提議者のた

めに一時金によって地代銀行に償還し，弁済することによって，行なわれるべきである．引き下げ額

が４Pでもって残りなく割り切れない限り，年地代を４Pでもって残りなく割り切れるようにするた

めに，残った地代額のうち必要であるだけを，提議者も直ちに一時金によって償還する［べきであ

る］．

第１２条．［償却費用の分担��省略］

第１３条．［同文４部の償却協定��省略］

騎士領プルシェンシュタイン＝ザイダにて１８４０年９月２１日��９７ページは本協定第１条の最初を示

している．

本協定の署名集会議事録の内容は本稿第６節のそれに類似している．

ザイフェンにて１８４０年９月２１日

ザイフェンの償却協定を承認するために，召喚状に従って，一方の［被提議者］プルシェンシュタ

インの……［騎士領所有者］と［他方の提議者］K. A. シュタイネルト，協定番号１など７０人（筆頭

者以外の協定番号と氏名は省略）が本日午前，当地の世襲村長宅に現れた．

協定の朗読と通読の後，当事者双方はすべての条項についてそれを適当と認め，承認した．

しかし，出席した提議者は署名の前に，騎士領領主……から以下の保証を要求した．それは，

（ａ）四季税について徴収される収入役手数料の支払い，（ｂ）漁業用の水，（ｃ）糾問の費用，

（ｄ）売り台の脂肪，（ｅ）保護金と（ｆ）［抵当］認可料に関して，また，その他の苦情について，

９９騎士領プルシェンシュタイン（南ザクセン）における封建的諸義務の償却（２）

－９９－



騎士領プルシェンシュタインの他の領民が彼から既に獲得したもの，あるいは，獲得するであろうも

のを，彼が自分たちにも問題なく与えるつもりである，との保証である．これ［この保証］は，償却

［交渉］の開始に際して彼の全権委員，［騎士領］プルシェンシュタインの前の地代管理役ケーラー

（Köhler）が自分たちに確約したからであり，最初からこの問題を騎士領領主と争わないように，自

分たちを勧め動かしたのは，これだけであったからである．

しかし，……［騎士領所有者］は，要求された約束を述べることもできないし，以前に述べさせた

こともない，と返答した．償却［交渉］の開始に際して自分が全権委員，地代管理役ケーラーに指令

した確約は，償却の対象だけに係わっていた．それについて自分は残念ながら数人の領民と争ってい

る．そして，［確約は］本協定第１１条に詳細かつ確定的に規定されている．自分はこの規定に立ち止

まり，要求された約束を今一度拒否する，と．

これから別れる（hierüber auseinanderzukommen）ために，出席した提議者たちは次のように述べ

た．すなわち，（ａ）四季税について徴収される収入役手数料の支払い，（ｂ）漁業用の水，（ｃ）糾

問の費用，（ｄ）売り台の脂肪，（ｅ）保護金，（ｆ）［抵当］認可料（２），および，その他の苦情につい

て，自分たちが当地の騎士領領主を法的に告訴する権利，また，このような苦情についての自分たち

の自然的自由を法的に追求する［権利］が，今日提示された協定への署名によって少しも損なわれな

いならば，自分たちはそれに署名する，と．

彼らがそのような訴えによって自分に対して法的にうまくやれる，と信じているならば，今日提示

された償却協定への彼らの署名に基づいて，彼らの訴えの適法性に異議を唱えるつもりはない，と…

…［騎士領所有者］は言明した．そこで，出席した提議者たちは署名事務の短縮化のために，［ザイ

フェン］村長 F. F. アウグスティン［協定番号５２］，１４フーフェ農 G. F. ヒーマン（ハイデルベルク）

［同５］，１２フーフェ農 G. F. L. ハウシュタイン［ザイフェン］［同４７］，ウンターハウス所有者 J. W.

ウルブリヒト［同５５］，オーバーハウス所有者 K. G. ライスナー［同１２］と「耕地」所有者 G. F.ク

ルーゲ（ディッタースバッハ）［同７５］を彼らの中から［選び］，以下を委託した．彼ら［全権委任者

たち］が自分たちに代わって協定に署名し，彼らの署名によってそれ［協定］を合法的に承認するこ

とを．

選出された全権委任者たちはこれを承諾した．……［騎士領所有者］は，提議者たちが彼に対して

請求権の追求を留保して，それを暗黙に承認したことに抗議した．そこで彼ら［全権委任者たち］は

再び立ち止まった．しかし，当事者双方はその後，作成された償却協定を承認して，提示された４部

に自分と委任者のために署名し，それの確認を願った．

それについてこの議事録が起草・朗読され，承認・署名された．（２人の特別［償却］委員，権利

者と義務者が署名した）

ザイフェンにて１８４０年９月２１日

集会（Termin）の終了後，以下が書き留められるべきである．G. F. ヒーマン，協定番号２３，妻 E.

K. ケンペ，同５１……，J. I. ベーア，同５６，E. F. グレーザー，同６２と T. F. ビルツ，同６７は，適切に手

交された召喚状に応ぜず，本日の集会に欠席した．

松 尾 展 成１００
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召喚状でなされた予告に従って，本協定は彼らに関しては，抗命を理由として，承認された，と見

なされた．

さらに，署名［集会］議事録にはザイフェン村長 F. F. アウグスティンが，名前を書けない人の名

前を書いた．……

この協定を全国償却委員会，シュピッツナーは同年同月３０日に承認した．全国委員会による本協定

第１１条末尾への追加は，本稿第４－第６節で言及したものと同じである．

１８４０年９月２１日午前にザイフェンの世襲村長宅で始まった償却協定署名集会が，何時に始まり，何

時に終わったか，は記録されていない．ノイハウゼンなど３村の集会は同月１１日午前８時に始まり，

午後４時に終わった（本稿第６節，pp．９４，９６）．本節の集会も相当の時間を要したであろう．二つの

集会の討議内容は似通っている．４２年９月６日のクラウスニッツ村集会は朗読だけで４時間を要し

た．ここでは，上記２集会の議題の一部が議論された（次節参照）．

（注１）GK, Nr. 2027, Frohnablösungsrezeß vom 21./30. Septbr. 1840 zwischen dem Rittergut Purschenstein bei Nossen und

den Einwohnern zu Seiffen. なお，この協定は賦役償却協定と題している．償却の対象は第２条に規定されて
おり，その主要なものは，確かに連畜賦役（ａ）と各種手賦役（ｂ）－（ｉ）である（ただし，錫精錬所へ
の「さまざまな賦役」（ｇ）には連畜賦役が含まれていたかもしれない）．しかし，賦役ばかりではない．
亜麻播種貢租（ｋ），羊放牧権（ｌ），５人の現物貢租（ｍ），１人の世襲貢租（ｎ），それに，（ｉ）では，
借家人について賦役とともに貢租（狩猟金と世襲貢租を除く）も，償却された．

（注２）ザイフェンは１８３０年秋に請願書を提出しなかった．しかし，領主裁判所長が参加した，平穏な集会で住
民は狩猟（賦役）金，城の清掃，道路建設，薪不足などについて苦情を述べた．松尾 ２００１，p．４６．請願
書を１８４８年５月２８日に提出した３０農村自治体と，４９年２月１４日に提出した６農村自治体には，ザイフェン
村が含まれる．１８４０年９月２１日の償却協定署名集会の討議事項と関連する，両請願書の内容は本稿第６節
�（注５）を参照．

� 償却年地代・一時金合計額

第１表は序文から義務者全員の氏名と不動産を示す．［ ］は協定番号，〈 〉は保険番号である．

Oberhausはオーバーハウス，その所有者 Oberhäuslerはオーバーハウス所有者と訳し，Unterhausはウ

ンターハウス，その所有者 Unterhäuslerはウンターハウス所有者と訳した（１）．Haus− und Feldwirthschaft

は「家屋・「耕地」」と訳した．序文でこのように記されている義務者のうち，［６８］と［７１］は第１

条で Haus− und Feldgrundstückと記されている．そのために後者も「家屋・「耕地」」とした．償却義

務者が所有する Rittergutsfeldは，「耕地」と訳した．共有者については原則として筆頭者の氏名のみ

を記した．前所有者の氏名と「耕地」の購入時期は省略した．免税耕地は単に「耕地」とした．

第１表 義務者全員の氏名と不動産

［１］Carl August Steinert（世襲村長地〈１〉）
［２］未亡人 Johanne Christliebe Klugeと子供（（ａ）

１
２フーフェ農地〈２〉，（ｂ）「耕地」）

［３］Christian Friedrich Vogel（ウンターハウス

１０１騎士領プルシェンシュタイン（南ザクセン）における封建的諸義務の償却（２）
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〈１２３〉）
［４］Gottlieb Friedrich Hänig（１

４フーフェ農地
〈３〉）

［５］Gottlieb Friedrich Hiemann（ハイデルベルク）
（１
４フーフェ農地〈４〉）

［６］Carl Friedrich Ulbricht（３
１６フーフェ農地〈５〉）

［７］Christian Friedrich Müller（ハイデルベルク）
（（ａ）１１６フーフェ農地（家屋なし），（ｂ）「耕
地」）

［８］Wilhelm Heinrich Biermann（「家屋・「耕地」」
〈６〉）

［９］Johann Traugott Glöckner（「家屋・「耕地」」
〈７〉）

［１０］Johann Gotthelf Schirmer（ウンターハウス
〈９〉）

［１１］Carl Heinrich Einhorn（（ａ）「家屋・「耕地」」
〈１１〉，（ｂ）「耕地」）

［１２］Carl Gottlob Leißner（オーバーハウス〈１２〉）
［１３］Ehrenfried Leberecht Hänig（ウンターハウス

〈１３〉）
［１４］Gotthelf Friedrich Neuber jun．（ウンターハウス

〈１４〉）
［１５］Johann Gottfried Wolf（ウンターハウス〈１５〉）
［１６］Christian Friedrich Schramm（ウンターハウス

〈１６〉）
［１７］Christian Friedrich Hiemann（ウンターハウス

〈１７〉）
［１８］Gotthelf Friedrich Schneider（（ａ）ウンターハウ

ス〈１８〉，（ｂ）「耕地」）
［１９］Wilhelm Friedrich Fischer（ウンターハウス

〈２１〉）
［２０］Christian Gottlieb Müller（ウンターハウス

〈２３〉）
［２１］妻 Johanne Sophie Leister（ウンターハウス

〈２４〉）
［２２］Samuel Gottlieb Ehnert（ウンターハウス〈２５〉）
［２３］Gotthelf Friedrich Hiemann（「家屋・「耕地」」

〈２６〉）
［２４］Traugott Friedrich Ulbricht（オーバーハウス

〈２８〉）
［２５］Traugott Leberecht Heinrich（１

８フーフェ農地
〈３１〉）

［２６］Samuel Gotthelf Glöckner（ウンターハウス
〈３２〉）

［２７］Christian Gottlieb Kaden（１
４フーフェ農地

（２）

〈３３〉）
［２８］Samuel Gottlob Ruscher（ハイデルベルク）（１

４

フーフェ農地）
［２９］Carl Gottlieb Helbig（「家屋・「耕地」」〈３４〉）
［３０］Johann Traugott Hiemann（「家屋・「耕地」」

〈３６〉）
［３１］ザイフェン教区（代表者は２人の村長，ザイ

フェンの Ferdinand Friedrich Augustinとハイデ
ルベルクの Carl Gottlieb Neuber）（９

２０フーフェ
農地〈３７〉）

［３２］Carl Gottlob Schönherr（１
２０フーフェ農地（家屋

付き）〈１００〉）
［３３］Carl Friedrich Hiemann（ウンターハウス〈３８〉）
［３４］Traugott Leberecht Krönert（ウンターハウス

〈３９〉）
［３５］Gotthelf Friedrich Fichtner（オーバーハウス

〈４０〉）
［３６］Gottlieb Friedrich Hiemann（ウンターハウス

〈４１〉）
［３７］Samuel Friedrich Stephani（ウンターハウス

〈４２〉）
［３８］Gotthold Friedrich Kempe jun．（ウンターハウス

〈４３〉）
［３９］未亡人 Henriette Gottliebe Glöckner（オーバーハ

ウス〈４４〉）
［４０］Gottlieb Fürchtegott Ludwig（ウンターハウス

〈４５〉）
［４１］Christian Friedrich Müller（１

４フーフェ農地
〈４６〉）

［４２］妻 Susanne Therese Richter（ウンターハウス
〈４７〉）

［４３］Wilhelm Friedrich Kadenと妻 Caroline Christliebe

Scherwenk（３）（ウンターハウス〈４８〉）
［４４］妻 Johanne Christliebe Egert（ウンターハウス

〈４９〉）
［４５］Gotthold Friedrich Ulbricht（ウンターハウス

〈５０〉）
［４６］Friedrich Gottlob Fischer（ウンターハウス

〈５１〉）
［４７］Gottlieb Friedrich Leberecht Haustein（１

２フー
フェ農地〈５２〉）

［４８］Carl Wilhelm Müller（１
２フーフェ農地〈５３〉）

［４９］Gotthelf Friedrich Kempe（ウンターハウス
〈５４〉）

［５０］未亡人 Christiane Caroline Gläserと子供（オー
バーハウス〈５５〉）

［５１］妻 Esthee Caroline Kempe（１
２オーバーハウス

〈５６〉）
［５２］Ferdinand Friedrich Augustin（ウンターハウス

松 尾 展 成１０２
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第２表は序文（第１表）に基づいて，保険番号を協定番号と対照させたものである．

第２表 保険番号・協定番号対照表

〈１〉＝［１］；〈２〉＝［２］；〈３〉＝［４］；〈４〉＝［５］；〈５〉＝［６］；〈６〉＝［８］；
〈７〉＝［９］；〈９〉＝［１０］；〈１１〉＝［１１］；〈１２〉＝［１２］；〈１３〉＝［１３］；〈１４〉＝［１４］；
〈１５〉＝［１５］；〈１６〉＝［１６］；〈１７〉＝［１７］；〈１８〉＝［１８］；〈２１〉＝［１９］；〈２３〉＝［２０］；
〈２４〉＝［２１］；〈２５〉＝［２２］；〈２６〉＝［２３］；〈２８〉＝［２４］；〈３１〉＝［２５］；〈３２〉＝［２６］；
〈３３〉＝［２７］；〈３４〉＝［２９］；〈３６〉＝［３０］；〈３７〉＝［３１］；〈３８〉＝［３３］；〈３９〉＝［３４］；
〈４０〉＝［３５］；〈４１〉＝［３６］；〈４２〉＝［３７］；〈４３〉＝［３８］；〈４４〉＝［３９］；〈４５〉＝［４０］；
〈４６〉＝［４１］；〈４７〉＝［４２］；〈４８〉＝［４３］；〈４９〉＝［４４］；〈５０〉＝［４５］；〈５１〉＝［４６］；
〈５２〉＝［４７］；〈５３〉＝［４８］；〈５４〉＝［４９］；〈５５〉＝［５０］；〈５６〉＝［５１］；〈６０〉＝［５２］；
〈６６〉＝［５３］；〈６７〉＝［５４］；〈６８〉＝［５５］；〈６９〉＝［５６］；〈７０〉＝［５７］；〈７２〉＝［５８］；
〈７３〉＝［５９］；〈７４〉＝［６０］；〈７７〉＝［６１］；〈７８〉＝［６２］；〈７９〉＝［６３］；〈８４〉＝［６４］；
〈８５〉＝［６５］；〈８６〉＝［６６］；〈８７〉＝［６７］；〈８８〉＝［６８］；〈９１〉＝［６９］；〈９９〉＝［７０］；
〈１００〉＝［３２］；〈１０３〉＝［７１］；〈１２３〉＝［３］

第３表は第１条から各義務者の償却年地代（Ａ）と一時金額（Ｂ）のみを示す．これらは，第４・

第５条によって，旧貨幣制度に基づく．

〈６０〉）
［５３］Johanne Juliane Müller（ウンターハウス〈６６〉）
［５４］Wilhelm Friedrich Müller（２

３オーバーハウス
〈６７〉）

［５５］Johann Wilhelm Ulbricht（ウンターハウス
〈６８〉）

［５６］Johann Israel Beer（ウンターハウス〈６９〉）
［５７］Samuel Friedrich Gläser（ウンターハウス〈７０〉）
［５８］Julius Fürchtegott Reuther（ウンターハウス

〈７２〉）
［５９］Traugott Leberecht Steinert（ウンターハウス

〈７３〉）
［６０］Ehregott Leberecht Kirschen（ウンターハウス

〈７４〉）
［６１］Gotthelf Friedrich Heinrich（１

３オーバーハウス
〈７７〉）

［６２］Ehregott Friedrich Gläser（「家屋・「耕地」」
〈７８〉）

［６３］Carl Gottlob Uhlig（オーバーハウス〈７９〉）
［６４］C. F. Müller（４１と同じ）（１

４フーフェ農地
〈８４〉）

［６５］Christian Friedrich Dippmann（「家屋・「耕地」」
〈８５〉）

［６６］Gotthelf Friedrich Kaden（「家屋・「耕地」」
〈８６〉）

［６７］Traugott Friedrich Bilz（「家屋・「耕地」」〈８７〉）
［６８］妻 Christiane Eleonore Steinert（「家 屋・「耕

地」」〈８８〉）
［６９］Gotthelf Friedrich Lorenz（「家屋・「耕地」」

〈９１〉）
［７０］Gottlieb Wilhelm Herrmann（１

２オーバーハウス
〈９９〉）

［７１］Johann Gottlieb Langer（「家 屋・「耕 地」」
〈１０３〉）

［７２］Gotthelf Friedrich Müller（ハイデルベルク）
（「耕地」）

［７３］Traugott Friedrich Kaden（ニーダーザイフェン
バッハ）（「耕地」）

［７４］Samuel Gottlob Lorenz（ハイデルベルク）（「耕
地」）

［７５］Gotthelf Friedrich Kluge（ディッタースバッハ）
（「耕地」）

［７６］Christian Friedrich Dippmann（ザイフェン）（「耕
地」）

１０３騎士領プルシェンシュタイン（南ザクセン）における封建的諸義務の償却（２）

－１０３－



第３表 各義務者の償却年地代・一時金額

第４表 一時金換算年地代・一時金合計額

� 年地代 ６１T９G８．３５P≒６１T９G｛１，５３４T９G≒１，５３４AT｝〈９５％〉
� 一時金 ｛８２T２２G８P≒８２AT｝〈５％〉
� 合計額 ｛１，６１６AT｝〈１００％〉

一時金換算年地代と一時金の合計額のうち，９５％が年地代によって，５％が一時金によって償却さ

れた．本協定は，賦役の償却を主要な対象としていたけれども，第２条によれば，賦役の他に現物貢

租，貨幣貢租と放牧権も償却した（４）．しかし，償却一時金合計額に占める各種目の割合は不明であ

る．

［１］（Ａ）年地代２T３G７．５P

［２a］（Ａ）年地代３T５G０．８５P

［２b］（Ｂ）一時金２T９G５P

［３，１０，１３－１６，１８a，１９－２２，２６，３３，３４，３６－
３８，４０，４２－４６，４９，５３，５５－６０］（Ａ）年地代
−T１５G２P

［４］（Ａ）年地代２T２３G１０．６P

［５］（Ａ）年地代２T１８G７．６P＋（Ｂ）一時金６T１８G６P

［６］（Ａ）年地代２T７G７．３７５P

［７a］（Ａ）年地代１T５G７．９P

［７b］（Ｂ）一時金５T８G２P

［８］（Ｂ）一時金２T９G−P

［９］（Ｂ）一時金−T６G３P

［１１］（Ｂ）一時金１T１５G１０P

［１２，２４，５０，６３］（Ａ）年地代１T３G４P

［１７］（Ａ）年地代−T１８G２P

［１８b］（Ｂ）一時金−T１G７P

［２３］（Ｂ）一時金１T１G−P

［２５］（Ｂ）一時金−T２１G１１P

［２７］（Ａ）年地代１T１５G６．８P

［２８］（Ａ）年地代１T９G３．８P＋（Ｂ）一時金７T１９G６P

［２９，７１，７６］（Ｂ）一時金−T９G５P

［３０］（Ｂ）一時金−T１７G２P

［３１］（Ａ）年地代２T１１G１１．６４P＋（Ｂ）一時金１１T１７G

５P

［３２］（Ａ）年地代−T６G７．９６P＋（Ｂ）一時金１T６G２P

［３５］（Ａ）年地代−T２G−P＋（Ｂ）一時金１６T１６G−P

［３９］（Ａ）年地代１T４G１０P

［４１］（Ａ）年地代３T−G７．９７５P

［４７］（Ａ）年地代３T３G５．１６P

［４８］（Ａ）年地代２T１８G７．６P＋（Ｂ）一時金８T６G１０P

［５１，７０］（Ａ）年地代−T１３G８P

［５２］（Ａ）年地代−T１７G２P

［５４］（Ａ）年地代−T１８G２．６６P＋（Ｂ）一時金−T１２G６P

［６１］（Ａ）年地代−T９G１．３３P

［６２］（Ｂ）一時金２T８G３P

［６４］（Ａ）年地代２T１８G７．６P＋（Ｂ）一時金５T９G８P

［６５］（Ｂ）一時金−T１９G２P

［６６］（Ｂ）一時金−T１３G８P

［６７］（Ｂ）一時金−T１２G６P

［６８］（Ｂ）一時金−T７G２P

［６９］（Ｂ）一時金−T３G２P

［７２］（Ｂ）一時金２T１１G５P

［７３］（Ｂ）一時金１T４G２P

［７４］（Ｂ）一時金−T９G９P

［７５］（Ｂ）一時金−T６G３P

合計（Ａ）年地代６１T９G８．３５P＋（Ｂ）一時金８２T２２G８P

（注１）本協定のオーバーハウスとウンターハウスが，そして，オーバーハウス所有者とウンターハウス所有者
がどのように異なるか，は不明である．なお，�オーバーハウスについては，協定番号［５４］，［６１］と
［７０］のように，部分所有者も存在する．�協定番号［１８］はウンターハウスと「耕地」を所有する．

（注２）原文ではこの不動産は，「分割された１
２フーフェ農地の主農場（Stammgut）」である．そして，次項

［２８］は，上記農場から分割された１
４フーフェ農地である．そのために，［２７］は

１
４フーフェ農地と考え

られる．
（注３）第１条（第３表）によれば，２人の共同所有者は償却地代を共同で負担するけれども，共同所有者の関

係は明記されていない．後者の女性，妻 C. C. シェルヴェンクは前者W. F. カーデンの姉妹ではなかろう
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第９節 全国償却委員会文書第３７００号

� 賦役・貢租・放牧権償却協定

これは第３７００号文書，「フライベルク近郊の騎士領プルシェンシュタイン＝ザイダとクラウスニッ

ツの住民との間の，１８４２年９月６日／１１月８日／１８４３年３月３日の償却協定（１）」である．

一方の被提議者，……世襲・自由地プルシェンシュタイン＝ザイダの所有者……と他方の提議者，

クラウスニッツの，下記の農民地，「耕地」，家屋と借家人家屋の……所有者（全員の氏名と不動産は

後出第１表）は以下の償却について協定した．��特別［償却］委員は前節と同じである．

第１条．本契約第２条に従って廃止される，騎士領プルシェンシュタイン＝ザイダの権限に対して

第２の契約当事者，G. F. ヴィルト［協定番号１］と仲間たちは，各人の土地から騎士領プルシェン

シュタインに支払う，以下の償却年地代と一時金支払い（１４ターラー鋳貨率換算．後出第３表）を引

き受けた．それは，審議の過程で作成され，審査のために当事者双方に提出され，確定され，承認さ

れた，詳細に亘る計算の基準に従っている．なお，協定序文番号１５の「耕地」所有者［（ｂ）と

（ｃ）］はその地代額を主農場［１５（ａ）］に支払う．

第２条．それに対して……［騎士領所有者］はこれらの地代・一時金支払いの承諾を受け入れ，自

身と騎士領プルシェンシュタイン＝ザイダの後継所有者のために，次のように厳かに言明した．第１

条で述べられた償却額の引き受けに対して，

（ａ）第２の契約当事者に含まれるフーフェ農は，順番制猟獣運搬賦役ばかりでなく，残りのすべて

の狩猟賦役をも例外なく，また，

（ｂ）小屋住農……J. H. キュマー，保険番号４［協定番号５９］は，その家屋に課されていた［賦

役］，すなわち，賦役［義務］者の整理と小物・中物猟獣（２）の運搬でもって従来返済されていた走り

使いを，

免除される．また，

（ｃ）提議者の農民地，家屋と借家人家屋に課され，騎士領プルシェンシュタインの世襲台帳に基礎

を持ち，その後の１７３７年……，１７８５年……と１７９１年……の３賦役協定（３）によって修正され，大部分は

撤回可能な賦役代納金として定められた［賦役］と，これらの契約の作成後に別に取り決められ，あ

るいは，伝来してきた各種賦役，それとともに，これらの一部に対して従来，毎年支払われてきた，

解除可能な賦役代納金，および，

（ｄ）第２の契約当事者の中の数人が従来その所有地から騎士領に納付すべきであった穀物貢租（パ

ン穀物とライ麦），

か．後者の女子後見人として「彼女の夫」クリストリープ・フリードリヒ・シェルヴェンク（Christlieb

Friedrich Scherwenk）が記されている．
（注４）本節�（注１）をも参照．
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は永久に消滅する．さらに，

（ｅ）騎士領プルシェンシュタイン＝ザイダの羊は，耕地を所有する（feldbegüterten），第２の契約

当事者の土地で再び放牧されず，第７条［第６条の誤記である］に従って当分留保される牧道権の廃

止の後では，再び追い立てられない．最後に，

（ｆ）各人がその農地で他人のために亜麻を播く際に，１フィアテルの亜麻について雌鶏１羽あるい

は２０グルデン鋳貨率［の鋳貨］で１G９Pの亜麻播種貢租はもはや支払われず，……完全に廃止され

るべきである，と．

第３条．……［騎士領所有者］は自身と騎士領プルシェンシュタイン＝ザイダの将来の所有者のた

めに，第２の契約当事者が上記の騎士領にこれまで毎年支払うべきであった貨幣貢租について，一部

は，第１条で同意された一時金支払いによって償還された，と認め，大部分は無償で免除した．ただ

し，［領主は］（Ａ）彼ら［第２の契約当事者］の人身的貢租と，［騎士領］領主の譲渡地

（Laßgrundstücke）に対する譲渡地貢租（Laßzinsen），（Ｂ）従来の貢租・賦役代納金の残金および

（Ｃ）以下の貨幣貢租（後出第４表）の更なる徴収を，承認されているように，留保した．

［彼は］さらに，第２の契約当事者に以下の確約（これを彼らは受け入れた）を与えた．彼の当地

領民の中の他の者が協定あるいは訴訟によって同じ賦役を一層低い地代で償却する場合には，彼らが

引き受けた償却年地代を［彼は］この低い額に引き下げ，その期間に地代として支払われた超過額

を，［騎士領］領主が彼らに返済する，と．しかし，これについて例外がある．すなわち，（ａ）
１
８フーフェ農 T. F.シュナイダー，保険番号１４，協定番号５，（ｂ）序文に番号９で挙げられた，
１
５フーフェ農地の共同所有者 C. G. シュレーゲル，K. F. グレックナーと J. G. ヴェルツナー，（ｃ）

［協定］番号１０の「耕地」所有者 J. C. フィッシャー（４），ここに記された土地についてのみ，（ｄ）３４
（誤記．１２である��［特別償却］委員ヘフナー）フーフェ農 C. G. ヘルクロツ，保険番号６９，協定

番号２２，（ｅ）協定序文に番号３２aと３２bで挙げられた「耕地」所有者 G. F. ミュラーと E. W.シュ

ミット（５），（ｆ）G. L. エルラー，保険番号８７，協定番号８９，（ｇ）A. F. イーレ，保険番号８４，協定番

号９０，（ｈ）C. G.ミュラー，保険番号８３，協定番号９１，（ｉ）S. F. ミュラー，保険番号８２，協定番号

９２であり，彼ら［の地代］については確約されない．

償却年地代が第９条に従って現在の額で地代銀行に委託されることを考慮して，それの引き下げ

は，騎士領プルシェンシュタイン＝ザイダの時々の所有者が年地代の引き下げ額の２５倍を現金で支払

い，これによって減少額を地代支払者に与える，という形で行なわれるべきである．

第４条．第２の契約当事者は，第３条に含まれる確約に彼らが係わる限り，それを受け入れたばか

りでなく，それを本契約の一条件であり，それの容認だけが彼らを動かして，それ［契約］に同意さ

せた，と指摘した．

本契約の第１条で同意され，第９条によって明白に［地代銀行に］委託される地代の減額という，

第３条に前提されている場合が生じても，［地代の］引き下げが一時金支払いによってもたらされな

い限り，地代を課された土地の所有者に対して，地代銀行が地代全額の継続支払いを請求し続けるこ

とを，彼らは周知のこととして，受け入れた．

しかし，第３条に従って地代の減額のために騎士領領主から与えられる一時金額は，地代銀行に支

１０７騎士領プルシェンシュタイン（南ザクセン）における封建的諸義務の償却（２）
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払われるべき地代が，前もっての通知の後で義務者のためにそれだけ（in tantum）償却されるよう

に，用いられるべきである．この一時金支払いは地代銀行にあっては，４Pでもって残りなく割り切

れる地代償却が，可能である金額において行なわれねばならない．そのために，騎士領領主の支払う

一時金額がこの額に達しない場合には，不足分は義務者によって調達される．

第５条．当事者双方の意志に従って本契約の実施は既に開始された．第２条で償却された権限は，

１８３７年末に廃止され，第１条で同意された償却地代は，１８３８年初に回転し始めた．１８３７年の放牧権妨

害に対しては補償金が規定され，追加払いされた．これ［補償金］は，羊放牧権のために同意され，

……計算された償却地代の年額である．

一時金支払いによって償却される確定貨幣貢租の廃止に関しては，第１条の（ａ）１，１３，２０と６２

……および（ｂ）……３９，４２，４７，５４，５５と８５……の償却一時金の完済まで，権利者は貢租とその対

物的権利の継続を，また，１８３８年初以後，前者［貢租］の支払いに代わる一時金に対して，年４％の

利子を留保し，償却する者もこの留保を承認した［１８３８年聖ヨハネ祭とクリスマスに上記（ａ）は半

額ずつ，（ｂ）はほぼ半額ずつ支払う．（ｂ）についての詳細は省略］．また，第１条の８９－９１に記さ

れた者から，１８３９年の聖マルティン祭とクリスマスに半額ずつ支払われる償却一時金と，９２に記され

た者から，１８４０年聖ヨハネ祭に支払われる償却一時金については，１８３９年初から全額の精算まで年４％

の利子を［権利者は］約束され，受け取った．

第６条．耕地を所有する，第２の契約当事者の耕区における羊放牧権がこれによって１８３７年末に消

滅したにも拘わらず，クラウスニッツの牧道（Triftzuge）にある，その他の農民耕区で騎士領プル

シェンシュタインが羊放牧権を行使する限り，彼ら［第２の契約当事者］は，牧道と接した，彼らの

土地で，それ［騎士領］の羊群に対して，必要な牧道権を許さねばならない．しかし，それに対して

は，それに利用される土地１シェッフェル当たり，年２G６Pの補償が騎士領から受領されるべきで

ある．

第７条．［対物的負担としての償却地代��省略］

第８条．［１４ターラー鋳貨率の鋳貨による年地代の支払時期��省略］

第９条．［すべての年地代の地代銀行委託��省略］

第１０条．［地代端数の償還時期��省略］

第１１条．［地代銀行委託額・地代端数・委託地代関連法規��省略］

第１２条．［償却費用の分担��省略］

第１３条．［同文４部の償却協定��省略］

クラウスニッツにて１８４２年９月６日および１１月８日��１０６ページは本協定第１条の最初を示す．

同年９月６日の協定署名集会議事録．

騎士領所有者とクラウスニッツの世襲村長 G. F. ヴィルト［協定番号１］は，２人の［特別償却］

委員の立ち会いの下で世襲村長宅において本協定を承認し，署名した．以上が要旨である．

他の償却義務者の協定署名集会は２日後に開かれた．その議事録は次のとおりである．

松 尾 展 成１０８
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クラウスニッツにて１８４２年１１月８日

作成された償却協定を承認するために，召喚状に従って本日午前，当地の世襲村長宅に当地のフー

フェ農，「耕地」所有者，小屋住農と借家人家屋所有者，K. G.ゲームリヒ［協定番号］２ほか８８人

［筆頭者以外の氏名・番号は省略．ただし，その中の４３と４６については「出席せず」の，１３，１４，５２

（フリードリヒ・ユーリウス・ツィースラー（６）Friedrich Julius Zießler）と９３については「認定され

ず」の，８８については「署名せず」の，注記がある．３０b，７２と９６の注記は判読できない］が集ま

り，名乗り出た．彼らは……協定番号を記録され，出席と記された．

作成された償却協定が一語一語ゆっくりと，そして，はっきりと，出席者に朗読された．４時間を費

やして，協定の個々の条文の内容と効果が説明され，それについてのあらゆる質問が最大限の明瞭さ

でもって回答された．その後，彼ら［出席者］全員は，協定をすべての点で理解し，正確に把握し

た，と明言した．

しかし，［協定番号］５の T. F. シュナイダー，７，８，１８，２２－２４，２９，３７，３８，４０－４２，４４，

４５，４７－４９，５０／５１，５７，６１，６３，６８－７０，７３，７４，７６－７８，８４，９５，９６，９９－１０１，１０３と１０５［筆頭

者以外の氏名省略］，および，［以下は氏名なしで番号のみ］１６と８６［合計４０人］は，［協定の］承認

を拒んだ．当地の法律顧問（Syndicat）が……［騎士領所有者］に対してフライベルク特別管区で行

なっている，賦役代納金と放牧権についての訴訟の結果を彼らは待っているからである．また，T. F.

シュミット，協定番号４２に関しては，彼はその償却一時金を既に払い込んでおり，今しがた朗読され

た協定に，その内容に反して抗議する必要がないからである．

それに対して，前段の議事録に出席と記されたクリスティアン・ゴットリープ・ミュラー，協定番

号４３とクリスティアン・ゴットロープ・ミュラー，協定番号４６は，尋ねてみると，出席していない，

と分かった．そして，許されておらず，認定されてもいない全権委任者が二人と称していた．最後

に，

K. G. ゲームリヒ，協定番号２とクリスティアン・ゴットロープ・ミュラー，協定番号９１は協定の

署名の前に，そして，それについての説明が求められる前に，［特別償却］委員のところから立ち

去った．しかも，ミュラーは，自分勝手に立ち去る場合には，抗命を理由として，彼は協定を承認し

た，と見なされる，と訓戒されたにも拘わらず，である．

協定の署名を拒んだ T. F. シュナイダー［協定番号５］と仲間たちは，そこで以下を通知された．

彼らの拒絶は，本題を外れた［根拠，また，］作成された協定の法的有効性に係わらない根拠に基づ

くので，それは容認されないこと，そして，それ［拒絶］にも拘わらず，協定は彼らに対しても法的

拘束力を持つこと，署名の拒絶はそれの承認を妨げないことを．

この通知は，それがこの議事録に記されているように，彼らに対して口頭で与えられ，朗読され

た．

契約当事者のこの部分が……立ち去った後，J. G. ヘルクロツ，協定番号１６も現れて，協定の署名

を拒絶し，それに対して T. F.シュナイダーおよび仲間たちと同じ通知を得た．その後，G. F. ヴァー

グナー，協定番号６２，保険番号１３１が現れた．再び T. F. シュナイダー，協定番号５が現れ，自分は考

えを変えて，協定に署名する，と述べた．

１０９騎士領プルシェンシュタイン（南ザクセン）における封建的諸義務の償却（２）
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彼らとその他の出席者は，朗読された協定をすべての条文について今一度承認して，正当と認め

た．指名された全権委任者は，次のように述べた．

� ゴットホルト・フリードリヒ・ヴェルナー（Gotthold Friedrich Werner），協定番号３０bに関し

て，協定に３０bとして記されている A. F. ヴェルナーは，そこに記録されている土地を所有しておら

ず，彼の売買［契約書］が承認された時に，土地購入権を父ヨハン・フリードリヒ・ヴェルナー（Johann

Friedrich Werner）に譲渡したが，後者は死亡した．その遺産のこの土地を G. F. ヴェルナーは購入す

るであろう．

� J. R. F. モルゲンシュテルン［協定番号７５］は，……第３条に留保された Gestiftzins，１１G６P

について彼が申し出た異議を，次のことに限定した．この Gestiftzinsは彼の家屋ではなく，以前そこ

にあり，１８２０年に強制競売され，現在では当地のカルル・ゴットロープ・キュマー（Karl Gottlob

Kümmer（７））に属する土地に課されている．彼［モルゲンシュテルン］は少なくとも，それを調査す

る［権利］を留保する．しかし，それ［貢租］の年額が５G８Pだけである，と彼はもはや主張しな

い．

� 妻 J. C. C. ミュラー［協定番号３６］と夫……は，……［騎士領所有者］が第３条で留保してい

る製材水車貢租４T３G３Pを承認する前に，……根拠として引用されている，１７８１年……のディッ

プマン（Dippmann）の承認文書の閲覧を条件とする．

その後，償却協定承認への留保�と�は，約定された地代に係わらないから，障害にはならないの

で，作成された協定４部が署名のために提出され，関係者が署名した．その場合，文字を書けない人

はそれを仲間の F. J. ツィースラー（６）（Zießler）に明確に委託し，自分の名前に十字３個を自ら記し

た．

それについて，この議事録が起草され，朗読され，承認され．署名された．

２人の［特別償却］委員はずっと同席した．

この議事録には同日付けの追記がある．

クラウスニッツにて１８４２年１１月８日

さらに，以下を書き留める必要がある．協定の署名の前に C. F. ノイベルト，協定番号８６は，上記

［協定署名集会］議事録に記された訴訟が，フライベルク特別管区で終結するより前には，協定に署

名しない，と述べた［．しかし］，拒絶の理由が償却協定の法的有効性に向けられたものでないの

で，彼の拒絶にも拘わらず，協定は彼に対して法的拘束力を持ち，彼の署名が欠けていることは，協

定の承認を妨げない，との決定を［彼は］受け取った．

G. F. ヴァーグナー，協定番号６２も，協定の署名のために名を呼ばれた時に，自分勝手に立ち去っ

た．協定番号３，２７b，３９，４３，４６，５３，５６，７１，９８，１０２と１０４［氏名省略］は，召喚状にも拘わら

ず，また，全権委任者がそれの適切な送達を確言したけれども，集会に出頭しなかった．それに対し

て，G.カーデン，協定番号９４は死亡し，彼の遺族は遺産相続について何も決定しておらず，むしろ

破産の開始が恐れられる，との届け出がなされた．

ここに報告として朗読され，承認され，２人の［特別償却］委員によって署名される．

松 尾 展 成１１０
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その後に記録された，１８４２年１２月１日と４３年５月２３日の追加は省略する．

プルシェンシュタイン城のシェーンベルク家裁判所にて１８４３年１月１２日……

クラウスニッツの償却問題について昨年１１月２０日付けで貴下より我々に発せられた要請に従って，

我々は以下を謹んで通告します．現在，

� ゴットロープ・フリードリヒ・カーデン（Gottlob Friedrich Kaden）は［農民］地，新保険番号

３７［協定番号１４］と，C. G.ケンペがかつて所有していた……「分割地（８）」（Gutsparzelle），［同］４０

［協定番号１５b］とを，

� F. J.ツィースラー（６）（Ziesler）は［同］１２［協定番号５２］の家屋を，

� ヨハン・ゴットロープ・ミュラー（Johann Gottlob Müller）は［同］８３［協定番号９１］の家屋を，

� 妻ヨハンネ・クリスティアーネ・イルムシャー（Johanne Christiane Irmscher）は［同］７２［協

定番号９３］の［農民］地を

所有する．

次に，［同］３５［協定番号１３］の「水車の土地」の所有者，故 A. F.ケーラーの遺族……は遺産の

不動産を今月７日に授封された．

［A. F.］ヴェルナーの分割地（９）［協定番号３０b］について我々は昨年７月２６日に報知したが，それ

は正確でない．その最後の所有者はアウグスト・フリードリヒではなく，ヨハン・フリードリヒ

（Johann Friedrich）・ヴェルナーであった．現在は後者の遺族……が先月２１日から所有している．……

［同］４７［協定番号９４］の G.カーデンの遺産について，なお精算されない負債（Schuldenwesen）

が生じたので，クラウスニッツの世襲村長 G. F. ヴィルト［協定番号１］が我々の同意の下に農村自

治体全権委任者（procurator communis）として，審理中の償却事項においても至るところで彼ら［債

権者］の利益を守り，とくに，既に完了した協定に署名することを，債権者によって委託された．

最後に，１４フーフェ農 C. S. ニッチェ，［同］４１［協定番号９６］は，かつてのツェムリヒ

（Zemmrich）の［農民］地の一部分の同名の所有者［協定番号１５c］と同一人物である．

昨年１１月２０日と２６日および今月３日のご要請は以上によって解決したであろう．最後に我々は下記

の費用の精算を願う．

リヒテンベルク（１０）（Lichtenberg）にて１８４３年１月２４日

召喚状に従って本日午前，当地のレーングート（１１）（Lehngut）に……C. G. ミュラー，保険番号１８，

協定番号４６の後継所有者であるヨハン・ゴットロープ・ミュラー（Johann Gottlob Müller）［など１２

人］が出頭し，名乗り出た．

……［出頭した人は協定に署名したが，その中で］唯一の例外は J. G. ミュラーであり，……上記

訴訟の終了以前には，協定の署名と承認を望まなかった．……

しかし，J. G. ミュラーは，彼の拒絶の理由が，彼の前所有者の結んだ協定の法的有効性を変更し

ないので，彼の拒絶にも拘わらず，協定は，承認されたものとして効力を持ち，彼の署名が欠けてい

ることは，それの承認を妨げない，と通知された．……

１１１騎士領プルシェンシュタイン（南ザクセン）における封建的諸義務の償却（２）
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［経済関係特別償却］委員メルツァーの面前でミュラーは，彼に対する通知に服するか，それを告

訴するか，それとも，何も言わないか，と尋ねられて，差し当たり通知に服さず，告訴もせず，訴訟

の終結に執着する，と述べた．……

プルシェンシュタイン城のシェーンベルク家裁判所にて１８４３年２月９日……

今月１日／５日の貴下の問い合わせに対応して，我々が［本年１月１２日の］書簡の�で言及した所

有変更は，［保険］番号８３［協定番号９１］ではなく，［保険］番号１８［協定番号４６］に係わる（１２）こと

を，我々は謹んで通告します．

この協定を全国償却委員会，ミュラーは１８４３年３月３日に承認した．

（注１）GK, Nr. 3700, Ablösungsrezeß vom 6. September u. 8. Nobr. 1842 und vom 3. März 1843 zwischen dem Rittergut

Purschenstein mit Sayda bei Freiberg und den Einwohnern zu Clausnitz. ここには償却の対象が記載されていない
が，本協定は第２条によれば，賦役，現物貢租，貨幣貢租，放牧権などを償却した．��クラウスニッツ
村は１８３０年１０月３０日に請願書を提出した．松尾 ２００１，pp．１１１－１１８．同村は１８４８年５月２８日の３０村請願
書，４９年２月１２日の１０村請願書と４９年２月１４日の６村請願書に署名している．松尾 ２００１，pp．１８１，１８６，
１９１．

（注２）狩猟権は大物・中物・小物狩猟権に３分されていた．大物猟の対象は鹿など，中物猟のそれは猪など，
小物猟は狐などであった．Römer １７８８，S．７８０，７８３；拙稿，「九月騒乱期における騎士領プルシェンシュ
タイン……の請願書」，�，１９８０，p．１７１．

（注３）１７３７年，８５年と９１年の３賦役協定について，１８３０年の請願書の中でフリーデバッハ村は「１７３７年以後の
革新」の完全な廃止を請願している．松尾 ２００１，p．７９．

（注４）ここでは「耕地」所有者と記されている．しかし，第１条（後出第１表）で協定番号１０の不動産は
１
２０フーフェ農地である．

（注５）ここでは「耕地」所有者と記されているけれども，第１条（後出第１表）で協定番号３２bの不動産は１
３

フーフェ農地である．
（注６）４２年１１月８日の協定署名集会議事録の冒頭で「認定されず」とされ，かつ，同日の議事録の末尾で，名

前の代書を委託された人が F. J.ツィースラー（Zießler）である．他方で，プルシェンシュタイン裁判所は
４３年１月１２日付けで，保険番号１２［協定番号５２］の家屋所有者が F. J. ツィースラー（Ziesler）である，と
回答した．したがって，保険番号１２の家屋の所有者は，本協定の協定番号５２として記録された未亡人 C. C.

ヴィルスドルフから，協定署名段階には F. J.ツィースラー（Zießlerあるいは Ziesler）に移っていた．
（注７）K. G.キュマーは本協定に記録されていない．
（注８）この「分割地」は第１条（後出第１表）では「耕地」とされている．
（注９）この「分割地」は第１条（後出第１表）では１

２４フーフェ農地である．
（注１０）リヒテンベルクは，フライベルク市参事会が所有する村落の中で最大のものであり，ここには世襲村長

地（Erbgericht）があり，それは旅館を兼ねていた．August Schumann/Albert Schiffner, Vollständiges Staats−

Post− und Zeitungs−Lexikon von Sachsen, Bd. 17, Zwickau 1830, S. 863−864. 同村には，旅館を兼ねる受封村長
地（Lehngericht）があった．Albert Schiffner, Handbuch der Geographie, Statistik und Topographie des Königreichs

Sachsen, Bd. 2, Leipzig 1840, S. 623.

（注１１）このレーングートは前注から世襲村長地＝受封村長地，あるいは，同所の旅館を意味するであろう．さ
らに，本稿第１節，�，（注１）を参照．

（注１２）本協定において協定番号４６［保険番号１８］の義務者と協定番号９１［保険番号８３］は同姓同名である．し
かし，この通告によればこの同姓同名者は別人である．

松 尾 展 成１１２
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� 償却年地代・一時金合計額

第１表は第１条から義務者全員の氏名と不動産を示す．Zubehörは付属地と訳した．第１条でこの

ように表現されている不動産の多くは，序文において耕地（Feld）と記されている．氏名とともに階

層（不動産ではない）を記載した序文が，判読に際して参考にされた．

第１表 義務者全員の氏名と不動産

［１］Gottlob Friedrich Wirth（世襲村長地〈１〉）
［２］Karl Gottlieb Gehmlich（３

４フーフェ農地〈３〉）
［３］未亡人 Johanne Dorothee Müller（１

２フーフェ農
地〈８〉）

［４］Friedrich August Menzer（１
２フーフェ農地

〈９〉）
［５］Traugott Friedrich Schneider（１

８フーフェ農地
〈１４〉）

［６］Karl Gottlob Friedrich Göpfert（１フーフェ農地
〈１６〉）

［７］Karl Gottlob Voigtmann（１フーフェ農地〈１７〉）
［８］Friedrich Fürchtegott Rupprecht（１

２フーフェ農
地〈２４〉）

［９］Christian Gottlieb Schlegel, Karl Friedrich

Glöckner, Johann Gottlob Wärzner（１）（ １
５フー

フェ農地）
［１０］Johann Christoph Fischer（１

２０フーフェ農地）
［１１］Gotthelf Friedrich Lippmann（１

２フーフェ農地
〈３１〉）

［１２］同上（１
２フーフェ農地〈３４〉）

［１３］August Friedrich Köhler（世襲水車と３
４フー

フェ農地〈３５〉）
［１４］Karl Gottlieb Kempe（１

２フーフェ農地〈３７〉）
［１５a］August Friedrich Eckardt（２）（ １

２フーフェ農地分
割後の主農場〈４０〉）

［１５b］Karl Gottlieb Kempe（２）（「耕地」）
［１５c］Karl Samuel Nitzsche（２）（「耕地」）
［１６］Johann Gottfried Herklotz（１

２フーフェ農地
〈４３〉）

［１７］妻 Christiane Friedericke Erler（１フーフェ農地
〈４４〉）

［１８］Christian Friedrich Müller（３
４フーフェ農地

〈５７〉）
［１９］Traugott Friedrich Merkel（１フーフェ農地

〈６３〉）
［２０］同上（水車，１

４フーフェ農地〈６２〉と採草地）
［２１］Christian Gottlob Erler（３

４フーフェ農地〈６８〉）
［２２］Christian Gottlieb Herklotz（１

２フーフェ農地

〈６９〉）
［２３］August Friedrich Wagner（１

２フーフェ農地
〈７４〉）

［２４］Christian Gottlob Lohse（１
４フーフェ農地〈７９〉）

［２５］Johann Gottlieb Clausnitzer（１
４フーフェ農地

〈９２〉）
［２６］Johann Gottlieb Börner（３

４フーフェ農地〈９５〉）
［２７a］Karl Gottlob Braun（分割後３

１６フーフェ農地
〈９７〉）

［２７b］Christian Friedrich Dietrich（ケマースヴァル
デ）（３

３２フーフェ農地）
［２７c］Karl Gottlieb Hegewald（ケマースヴァルデ）

（３
３２フーフェ農地）

［２８］Gotthold Friedrich Müller（３
１６フーフェ農地［耕

作されず］）
［２９］Karl Gottlieb Anders（３

１６フーフェ農地［耕作さ
れず］）

［３０a］George Gottlieb Wiegand（分割後１
１２フーフェ農

地）
［３０b］August Friedrich Werner（１

２４フーフェ農地）
［３１a］Carl Gottlob Walther（分割後３

１０フーフェ農地
〈１０５〉）

［３１b］Gottlob Friedrich Kaltofen, August Friedrich

Dietrich, Karl Friedrich Hegewald（３）（ １
５フーフェ

農地）
［３２a］Gotthold Friedrich Müller（分離後，「耕地」）
［３２b］Ernst Wilhelm Schmidt（１

３フーフェ農地）
［３３］Johann Friedrich Göhler（１

４フ ー フェ 農 地
〈１２６〉）

［３４］Johann Samuel Göhler（３
４フーフェ農地〈１２９〉）

［３５］Traugott Friedrich Gehmlich（１フーフェ農地
〈１３３〉）

［３６］妻 Johanne Christiane Concordie Müller（家屋
〈３８〉）

［３７］Christian Friedrich Müller（家屋〈２７〉）
［３８］Karl Gottlob Gehmlich（家屋〈２８〉）
［３９］Karl Friedrich Müller sen．（家屋〈２６〉）
［４０］Karl Friedrich Müller jun．（家屋〈２９〉）

１１３騎士領プルシェンシュタイン（南ザクセン）における封建的諸義務の償却（２）
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第２表は第１条（第１表）に基づいて，保険番号を協定番号と対照させたものである．

第２表 保険番号・協定番号対照表

［４１］Christian Gottlieb Richter（家屋〈２３〉）
［４２］Traugott Friedrich Schmidt（家屋〈２２〉）
［４３］Christian Gottlieb Müller（家屋〈２１〉）
［４４］Friedrich Fürchtegott Müller（家屋〈１９〉）
［４５］Friedrich Fürchtegott Wagner（家屋〈４５〉）
［４６］Christian Gottlob Müller（家屋〈１８〉）
［４７］Johann Christoph Fischer（水車（４）〈１５〉）
［４８］Karl Gottlob Schmieder（借家人家屋〈４８〉）
［４９］妻 Christliebe Beckert（家屋〈１３〉）
［５０］Carl Gotthold Morgenstern（家屋〈４９〉）
［５１］同上（１

８フーフェ農地）
［５２］未亡人 Christiane Caroline Wilsdorf（家屋〈１２〉）
［５３］Karl Gottlob Hebert（家屋〈５１〉）
［５４］Christian Friedrich Müller（家屋〈５２〉）
［５５］Gottfried Heinrich Wolf（家屋〈５３〉と御館採草

地の一部）
［５６］Traugott Friedrich Gehmlich（家屋〈５４〉）
［５７］Karl Wilhelm Lippmann（家屋〈７〉）
［５８］Traugott Friedrich Matthes（家屋〈５５〉）
［５９］Johannes Heinrich Kümmer（家屋〈４〉）
［６０］Karl August Morgenstern（借家人家屋〈６１〉）
［６１］Christian Friedrich Kaden（家屋〈１３４〉）
［６２］Gottlob Friedrich Wagner（家屋〈１３１〉）
［６３］Traugott Friedrich Wolf（家屋・付属地〈１３２〉）
［６４］August Friedrich Müller（家屋〈１３０〉）
［６５］Johann George Morgenstern（家屋〈１２８〉）
［６６］Christian Friedrich Wagner（家屋〈１２４〉）
［６７］Adam Traugott Wagner（家屋〈６５〉）
［６８］妻 Christiane Dorothee Köhler（家屋〈１２３〉）
［６９］Johann Gottlob Zemmrich（借家人家屋〈１２１〉）
［７０］Traugott Leberecht Neubert（家屋〈６６〉）
［７１］Karl Gottlieb Thiele（家屋〈１１９〉）
［７２］Gotthold Friedrich Müller（家屋〈６７〉）
［７３］Christian Gottlieb Lohse（家屋〈１１８〉）
［７４］August Friedrich Schaarschuh（家屋〈１１７〉）
［７５］Johann Reinhardt Friedrich Morgenstern（家屋

〈１１４〉）
［７６］Karl Gottlieb Anders（家屋〈１１３〉）

［７７］Friedrich Fürchtegott Ihle（家屋〈７０〉）
［７８］Friedrich Fürchtegott Lippmann（家屋〈７１〉）
［７９］妻 Johanne Caroline Schneider（家屋〈７５〉）
［８０a］Carl August Hegewald（家屋〈１０６〉）
［８０b］同上（林地）
［８１］Christian Friedrich Glöckner（家屋〈１０３〉）
［８２］Karl Gottlob Tottewitz（家屋〈１０２〉）
［８３a］Gotthelf Friedrich Köhler（家屋〈１０１〉）
［８３b］同上（林地）
［８４a］Christian Friedrich Dienel（家屋〈９８〉）
［８４b］同上（林地）
［８５］Johann Gottfried Hänel（家屋〈９６〉）
［８６］Christian Friedrich Neubert（家屋〈８０〉）
［８７a］Gotthelf Friedrich Herklotz（家屋〈９４〉）
［８７b］同上（林地）
［８８a］Traugott Friedrich Arnold（家屋〈９３〉）
［８８b］同上（林地）
［８９］Gottlob Leberecht Erler（家屋・付属地〈８７〉）
［９０］Adam Friedrich Ihle（家屋・付属地〈８４〉）
［９１］Christian Gottlob Müller（家屋・付属地〈８３〉）
［９２］Samuel Friedrich Müller（家屋・付属地〈８２〉）
［９３］Johann Samuel Andreas（１

４フーフェ農地〈７２〉）
［９４］Gottlob Kaden（借家人家屋〈４７〉）
［９５］妻 Johanne Christiane Matthes（借家人家 屋

〈１２２〉）
［９６］Karl Samuel Nitzsche（１

４フーフェ農地〈４１〉）
［９７］Gottlob Friedrich Werner（３

８フーフェ農地
〈９９〉）

［９８］Karl Gottlob Müller（借家人家屋〈３９〉）
［９９］Karl Gottlob Schmerler（借家人家屋〈６４〉）
［１００］妻 Christiane Amalie Fischer（借家人家屋〈６〉）
［１０１］妻 Johanne Christiane Wolf（借家人家屋〈９０〉）
［１０２］Karl Friedrich Wagner（借家人家屋〈１１〉）
［１０３］Karl Gottfried Müller（借家人家屋〈７７〉）
［１０４］Gotthelf Friedrich Müller（借家人家屋〈２０〉）
［１０５］August Friedrich Morgenstern（借家人家屋

〈４２〉）

〈１〉＝［１］；〈３〉＝［２］；〈４〉＝［５９］；〈６〉＝［１００］；〈７〉＝［５７］；〈８〉＝［３］；
〈９〉＝［４］；〈１１〉＝［１０２］；〈１２〉＝［５２］；〈１３〉＝［４９］；〈１４〉＝［５］；〈１５〉＝［４７］；
〈１６〉＝［６］；〈１７〉＝［７］；〈１８〉＝［４６］；〈１９〉＝［４４］；〈２０〉＝［１０４］；〈２１〉＝［４３］；
〈２２〉＝［４２］；〈２３〉＝［４１］；〈２４〉＝［８］；〈２６〉＝［３９］；〈２７〉＝［３７］；〈２８〉＝［３８］；

松 尾 展 成１１４
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第３表は第１条から各義務者の償却年地代（Ａ）と一時金（Ｂ）をのみ示す．これらは第２条によ

れば賦役，現物貢租，貨幣貢租，放牧権などに基づく．

第３表 各義務者の償却年地代・一時金額

〈２９〉＝［４０］；〈３１〉＝［１１］；〈３４〉＝［１２］；〈３５〉＝［１３］；〈３７〉＝［１４］；〈３８〉＝［３６］；
〈３９〉＝［９８］；〈４０〉＝［１５］；〈４１〉＝［９６］；〈４２〉＝［１０５］；〈４３〉＝［１６］；〈４４〉＝［１７］；
〈４５〉＝［４５］；〈４７〉＝［９４］；〈４８〉＝［４８］；〈４９〉＝［５０］；〈５１〉＝［５３］；〈５２〉＝［５４］；
〈５３〉＝［５５］；〈５４〉＝［５６］；〈５５〉＝［５８］；〈５７〉＝［１８］；〈６１〉＝［６０］；〈６２〉＝［２０］；
〈６３〉＝［１９］；〈６４〉＝［９９］；〈６５〉＝［６７］；〈６６〉＝［７０］；〈６７〉＝［７２］；〈６８〉＝［２１］；
〈６９〉＝［２２］；〈７０〉＝［７７］；〈７１〉＝［７８］；〈７２〉＝［９３］；〈７４〉＝［２３］；〈７５〉＝［７９］；
〈７７〉＝［１０３］；〈７９〉＝［２４］；〈８０〉＝［８６］；〈８２〉＝［９２］；〈８３〉＝［９１］；〈８４〉＝［９０］；
〈８７〉＝［８９］；〈９０〉＝［１０１］；〈９２〉＝［２５］；〈９３〉＝［８８a］；〈９４〉＝［８７a］；〈９５〉＝［２６］；
〈９６〉＝［８５］；〈９７〉＝［２７a］；〈９８〉＝［８４a］；〈９９〉＝［９７］；〈１０１〉＝［８３a］；〈１０２〉＝［８２］；
〈１０３〉＝［８１］；〈１０５〉＝［３１a］；〈１０６〉＝［８０a］；〈１１３〉＝［７６］；〈１１４〉＝［７５］；〈１１７〉＝
［７４］；〈１１８〉＝［７３］；〈１１９〉＝［７１］；〈１２１〉＝［６９］；〈１２２〉＝［９５］；〈１２３〉＝［６８］；〈１２４〉
＝［６６］；〈１２６〉＝［３３］；〈１２８〉＝［６５］；〈１２９〉＝［３４］；〈１３０〉＝［６４］；〈１３１〉＝［６２］；
〈１３２〉＝［６３］；〈１３３〉＝［３５］；〈１３４〉＝［６１］

［１］（Ａ）年地代１T２７G１P＋（Ｂ）一時金３５T３G５P

［２］（Ａ）年地代１７T１５G１P

［３］（Ａ）年地代１２T１８G２P

［４］（Ａ）年地代１２T２２G２P

［５］（Ａ）年地代３T１７G５P

［６］（Ａ）年地代１８T１G９P

［７］（Ａ）年地代１７T−G８P

［８］（Ａ）年地代１２T１１G３P

［９］（Ａ）年地代６T１２G８P

［１０］（Ａ）年地代１T１８G２P

［１１］（Ａ）年地代１２T２７G５P

［１２］（Ａ）年地代１２T１９G１P

［１３］（Ａ）年地代−T２３G７P＋（Ｂ）一時金２０T１６G７P

［１４］（Ａ）年地代１２T２３G９P

［１５］（Ａ）年地代１１T１５G７P

［１６］（Ａ）年地代１２T２２G６P

［１７］（Ａ）年地代１８T７G９P

［１８］（Ａ）年地代１４T１９G８P

［１９］（Ａ）年地代１T１８G８P

［２０］（Ａ）年地代−T９G３P＋（Ｂ）一時金５３T１５G９P

［２１］（Ａ）年地代１７T３G２P

［２２］（Ａ）年地代９T１５G３P

［２３］（Ａ）年地代１２T１G５P

［２４］（Ａ）年地代９T１０G１P

［２５］（Ａ）年地代８T１０G８P

［２６］（Ａ）年地代１４T１G９P

［２７a］（Ａ）年地代４T５G９P

［２７b，２７c］（Ａ）年地代２T３G−P

［２８，２９］（Ａ）年地代４T９G−P

［３０a］（Ａ）年地代１T２７G２P

［３０b］（Ａ）年地代−T２８G６P

［３１a］（Ａ）年地代７T１４G４P

［３１b］（Ａ）年地代４T２９G６P

［３２a］（Ａ）年地代−T９G７P

［３２b］（Ａ）年地代６T１４G−P

［３３］（Ａ）年地代４T２４G７P

［３４］（Ａ）年地代１５T３G４P

［３５］（Ａ）年地代１８T２G２P

［３６－３８，４０，４１，４３－４６，４９，５０，５２，５３，５６－
５８，６１，６４－６８，７０－８０a，８１－８３a，８４a，
８６，８７a，８８a］（Ａ）年地代２T２３G１P

［３９，５４］（Ｂ）一時金６５T２G８P

［４２，６２，８５］（Ｂ）一時金２３T２９G４P

［４７］（Ａ）年地代３T７G−P＋（Ｂ）一時金３１T２５G−P

［４８，６９，９４，９５，９９，１００，１０２，１０３］（Ａ）年地代
２T１G７P

［５１］（Ａ）年地代３T１１G７P

［５５］（Ｂ）一時金４４T１６G１P

［５９］（Ａ）年地代１T２１G４P

［６０，９８，１０１，１０４，１０５］（Ａ）年地代１T２６G５P

［６３］（Ａ）年地代２T２３G６P

［８０b］（Ａ）年地代−T−G５P

［８３b，８８b］（Ａ）年地代−T−G６P

［８４b］（Ａ）年地代−T−G７P

１１５騎士領プルシェンシュタイン（南ザクセン）における封建的諸義務の償却（２）
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さらに，第３条によれば，騎士領所有者は「貨幣貢租について，一部は，第１条で同意された一時

金支払いによって償還された，と認め，大部分は無償で免除した．ただし，［領主は］（Ａ）彼ら［第

２の契約当事者］の人身的貢租と，［騎士領］領主の譲渡地に対する譲渡地貢租，（Ｂ）従来の貢租・

賦役代納金の残金および（Ｃ）以下の貨幣貢租の更なる徴収を，……留保した」．

貨幣貢租（Ａ）と（Ｂ）の額と義務者は不明である．第４表は貨幣貢租（Ｃ）について各義務者の

償却地代額を種類別に示している．表中の Dは賦役代納金，Eは世襲貢租，Spは紡糸金，Stは Stiftzins

である．Stiftzinsは，既に本節�で紹介した，４２年１１月８日の協定署名集会議事録では協定番号７５に

ついて Gestiftzinsと表現されているけれども，内容不明である．施療院のための貢租であろうか．Z

は私の計算による合計である．１種類のみの義務者では Zは表示されない．

第４表 各義務者の貨幣貢租額

第３表と第４表から一時金換算年地代と一時金との合計額を求めよう．第５表において�と�は第

３表に基づき，一部に貨幣貢租を含む．�は第４表に基づき，すべてが貨幣貢租である．本協定が除

外した�も，２５倍額の一時金によって償却された，と便宜上，想定する．

第５表 一時金換算年地代・一時金合計額

� 年地代 ５１７T６G１P≒５１７T６G｛１２，９３０NT｝〈９０％〉
� 一時金 ｛３９８T−G８P≒３９８NT｝〈３％〉
� 年地代 ４１T１５G６P≒４１T１５G ｛１，０３７T１５G≒１，０３７NT｝〈７％〉
� 合計額 ｛１４，３６５NT｝〈１００％〉

第５表の�＋�＝９３％は賦役，現物貢租，貨幣貢租，放牧権などであり，�の７％はすべてが貨幣

［８７b］（Ａ）年地代−T１G−P

［８９］（Ｂ）一時金３T２２G４P

［９０］（Ｂ）一時金１T２６G２P

［９１］（Ｂ）一時金１T１８G２P

［９２］（Ｂ）一時金３T３G−P

［９３］（Ａ）年地代５T５G３P

［９６］（Ａ）年地代６T１G４P

［９７］（Ａ）年地代８T１２G３P

合計（Ａ）年地代５１７T６G１P＋（Ｂ）一時金３９８T−G８P

［２，４］（Ｅ）２T１G７P

［１８］（Ｅ）２T１G７P＋（St）−T７G７P＝（Ｚ）２T

９G４P

［２０］（Sp）−T４G５P

［２１］（Ｅ）４T３G３P

［２２］（Ｅ）６T２５G６P

［３６］（Ｅ）４T３G３P（５）

［４２，５５，６２，８５］（Sp）−T５G１P

［７５］（St）−T１１G６P

［８０a］（Ｅ）１T１６G３P

［８３a］（Ｅ）１T１１G１P

［８４a］（Ｅ）１T６G−P

［８７］（Ｅ）１T１８G８P

［８８a］（Ｅ）１T２６G５P

［８９］（Ｄ）１T８G５P＋（Ｅ）２T４G２P＋（Sp）−T５
G１P＝（Ｚ）３T１７G８P

［９０］（Ｄ）１T８G５P＋（Ｅ）−T２３G１P＋（Sp）−T５
G１P＝（Ｚ）２T６G７P

［９１］（Ｄ）１T８G８P＋（Ｅ）２T６G８P＋（Sp）−T５
G１P＝（Ｚ）３T２０G４P

［９２］（Ｄ）１T８G５P＋（Ｅ）−T７G７P＋（Sp）−T５
G１P＝（Ｚ）１T２１G３P

合計（D）５T４G３P＋（Ｅ）３４T７G８P＋（Sp）１T１５
G３P＋（St）−T１８G２P＝（Ｚ）４１T１５G６P
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貢租である．しかし，第５表の合計額�の種目別構成比は不明である．

（注１）３人の共同所有者の関係は明記されていない．彼らは第１条によれば償却地代を共同で負担した（第３
表参照）．

（注２）［１５a］，［１５b］と［１５c］はここでは別個に記載されている．この３人は第１条によれば償却地代を共同
で負担した（第３表参照）．

（注３）共同所有者の関係は（注１）と同じである．
（注４）正確には「水車の土地」である．序文では「家屋・水車所有者」と記されている．
（注５）ここに記された貢租は，「製材水車からの同」と読める．「同」は，前行（協定番号２２）と同じ世襲貢租

のはずである．４２年１１月８日の協定署名集会議事録�においても，この協定番号の義務者は「製材水車貢
租」の根拠を問題にしている（本節�参照）．協定番号３６の不動産は家屋であって，水車ではない．水車は
協定番号１３，２０と４７である．

第１０節 全国償却委員会文書第４６０１号

これは第４６０１号文書，「騎士領プルシェンシュタインと同地の義務的都市自治体および靴工同職組

合との間の，１８４４年２月３日／４月３日の貢租償却・永代借地権廃止協定（１）」である．

第１の［当事者］は……騎士領プルシェンシュタイン＝ザイダの所有者……であり，第２の［当事

者］は都市自治体ザイダであり，第３の当事者は同地の靴工同職組合（Innung）である．第２の［当

事者］は同地の自治体所有地の所有者であり，ザイダのいわゆる「城の土地」（Schloßwirthschaft）の

永代借地権所有者（Erbpachtsinhaberin）でもある．これら３者は，以下の文書に詳細に記された権利

と対象の償却について，次の協定を一括して締結した．この協定は，全国償却委員会の承認を除い

て，都市自治体ザイダに権限を持つ官庁によって承認された．都市自治体ザイダの全権委任者は，ザ

イダの有力な市民であり，家屋・土地所有者である３人，アウグスト・ヴィルヘルム・シュレージン

ガー（August Wilhelm Schlesinger），クリスティアン・ジーギスムント・ホミーリウス（Christian

Sigismund Homilius）とザムエル・フリードリヒ・ブター（Samuel Friedrich Butter）であり，靴工同職

組合の代表は，その上級親方・長老（Obermeister und Aeltesten）の２人，親方カルル・クリスティア

ン・ゴットロープ・シューベルト（Carl Christian Gottlob Schubert）と親方カルル・ゴットヘルフ・

ヴァーグナー（Carl Gotthelf Wagner）である．

第１条．契約当事者は次のことで一致した．

� 以下の貨幣貢租，

（Ａ）（ａ）城壁と壕に関して毎年ヴァルプルギスとミカエル祭に半額ずつ満期となる世襲貢租１０T−

G−P,

（ｂ）毎年バルトロメーウス祭に［満期となる］都市貢租（Städtegeld）−T１０G６P,

（ｃ）ザイダの「城の土地」からの年永代借地料（Erbpachtscanon）１２T−G−P，と

（ｄ）ビール醸造１回（Gebraide）毎の醸造証拠金（Brauzeichengeld）−T２G８P，は都市自治体ザイ

１１７騎士領プルシェンシュタイン（南ザクセン）における封建的諸義務の償却（２）

－１１７－



ダによって，また，

（Ｂ）毎年クリスマスに［満期となる］手工業貢租（Handwerkszins）−T４G−Pは，同地の靴工同職

組合（Handwerke）によって，この職（Handwerk）を営む各親方から，

第３条に記された時期以後，騎士領プルシェンシュタイン＝ザイダに支払われる必要がない．また，

� 都市自治体ザイダが同地の「城の土地」に対して持つ永代借地権は，完全な所有権に転化され，

それについて騎士領プルシェンシュタインに従来帰属した所有権は，すべて消滅するべきである．

第２条．この貢租償却と永代借地権廃止を実現するために，権利ある騎士領プルシェンシュタイン

への補償として，

� 都市自治体ザイダは２０グルデン鋳貨率［の鋳貨］で５８３T１１G１０Pの一時金に［同意した］．これ

は１８３８年の聖ヨハネ祭とクリスマスに半額ずつ支払われるべきであり，年５％の利子が付けられる．

これの内訳は第１条［�］（ａ）の世襲貢租１０Tについての２００T−G−P，同（ｂ）の都市貢租−T１０G６P

についての８T１８G−P，同（ｃ）の［永代］借地料１２Tと第１条�の永代借地権廃止についての２５２T−

G−P，および，第１条［�］（ｄ）の醸造証拠金［２G８P］についての１２２T１７G１０Pである．

� 靴工同職組合は，２０グルデン鋳貨率［の鋳貨］で１８３５年聖ヨハネ祭に支払われる一時金５５T−G−P

に同意した．

第３条．騎士領プルシェンシュタインの所有者は，この一時金によって示談にした，と言明し，彼

の騎士領に帰属していた，第１条の年貨幣貢租の廃止を確約した．その場合，靴工同職組合について

は１８３５年からであり，従来の残金すべては免除された．しかし，都市自治体ザイダについては，約束

された一時金の完全な支払いの下において，である．また，永代借地権の廃止と，騎士領に従来支払

われた，年１２T−G−Pの永代借地貢租（Erbpachtszins）の免除の下で，［騎士領所有者は］ザイダの

「城の土地」についての完全な所有権を１８３８年から上記自治体に認めた．

第４条．［償却費用の分担と同文５部の償却協定��省略］

プルシェンシュタイン城にて１８４４年２月３日

同年２月３日の協定署名集会議事録は紹介を省略する．

この議事録の謄本を A. A.ヘフナーがノッセンで１８４４年２月２７日に確認した（２）．

４４年４月３日に全国償却委員会，ミュラーはこの協定を承認した．

本償却協定は１８４４年に署名され，承認されたけれども，償却地代・一時金は第２条によって旧鋳貨

で計算されていた．それを表示したものが，第１表である．

第１表 貨幣貢租償却一時金合計額

� ザイダ市の貨幣貢租４種 ｛５８３T１１G１０P≒５８３AT｝〈９１％〉
� 靴工同職組合の貨幣貢租 ｛５５AT｝〈９％〉
� 合計額 ｛６３８T１１G１０P≒６３８AT｝〈１００％〉
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これら５種の貨幣貢租に対する償却一時金は合計６３８ATとなった．

（注１）GK, Nr. 4601, Zinsablösungs− und Erbpachtaufhebungs−Receß vom 3. Februar/3. April 1844 zwischen dem

Rittergut Purschenstein und der Verpflichteten Stadtgemeinde und Schumacherinnung daselbst.ただし，表題の「同
地の義務的……」は「ザイダの義務的……」とされるべきであろう．また，貢租は貨幣貢租であった．

（注２）この議事録を確認したヘフナーは，本協定序文に明記されていないけれども，法律関係特別［償却］委
員であった，と考えられる．

第１１節 全国償却委員会文書第５７７７号

� 賦役・貢租償却協定

これは第５７７７号文書，「フライベルク近郊の騎士領プルシェンシュタインとクラウスニッツの土地

所有者との間の，１８４６年２月１３日／３月１６日の賦役・貢租償却協定（１）」である．

第１の［当事者］，……騎士領プルシェンシュタインの所有者……と第２の当事者（義務者全員の

氏名と不動産は後出第１表）は……以下の償却協定を正当に締結した．��特別［償却］委員は本稿

第９節のそれと同じであった．

第１条．第２の契約当事者，妻 A. F. ケンペ［協定番号１］と仲間たちは従来，その土地から毎年

一定の賦役，狩猟賦役，穀物貢租（パン穀物とライ麦），いわゆる亜麻播種貢租，および，さまざま

な定額貨幣貢租（世襲貢租，打穀金，警衛金と紡糸金）を騎士領プルシェンシュタインに給付する義

務を負っていた．賦役については，［彼らは，］彼ら，領民が解除を告知するまで，賦役の大部分を，

１７３７年……，１７８５年……，１７９１年……の協定の基準に従って，一定の賦役代納金として，プルシェン

シュタインの騎士領領主に毎年支払うべきであった．

第２条．これらのさまざまな義務のうち，賦役代納金に関する［義務は，］……フライベルク特別

管区に提起された不法占有動産取り消し訴訟（Negatoriensache）において，最近１８４１年３月１０日，４１

年１２月１０日と４４年２月１３日に通告された判決（Erkenntnisse）によって維持されている．それら［の

義務］はこの償却によって永久に廃止される．すなわち，義務者は賦役，狩猟賦役と現物貢租に対し

て，本協定第７条に記載された年地代を，あるいは，それらと，償却されるべき貨幣貢租とに対し

て，そこに記載された一時金を，プルシェンシュタインの騎士領領主に約束し，これと引き換えに…

…［騎士領所有者］は彼らの上記義務を免除し，亜麻播種貢租を無償で放棄する．

第３条．この免除は賦役，狩猟賦役，現物貢租と亜麻播種貢租に関しては既に１８４４年末に実現し

た．年４回……支払われるべき，新しい償却地代は１８４５年初から回転し始めた．そして，J. C. レ

シュナー［協定番号１７］は，狩猟賦役に対して同意した一時金を……［騎士領所有者］に既に１８４４年

９月２日に支払った．

第４条．貨幣貢租について本協定第７条一覧表の貨幣額第１欄に記載されている償却一時金は，遅

くとも１８４６年末までに支払われる．しかし，償却する者は，それを一層早期に任意かつ自由に支払う

１１９騎士領プルシェンシュタイン（南ザクセン）における封建的諸義務の償却（２）
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ことができる．とくに G. F. リップマン［二世，協定番号１３］は，４分割した一時金をこの期限内に

任意かつ自由に償還できる．一時金が完全に支払われるまでは，従来の世襲貢租，打穀金，警衛金と

紡糸金は引き続き支払われる．部分的な，あるいは，１年以内での，一時金支払いの場合にのみ，時

期と一時金の大きさに比例して［それは］分割・減額される．

第５条．G. L. キュマー［協定番号６と７］がプルシェンシュタインの騎士領領主に対して世襲林

地，土地台帳（Flurbuch）６６１と御館採草地（Hofwiese），同７７３－７７５からヴァルプルギスに毎年支払

うべき世襲貢租３T１０G２P，および，御館採草地，同７７７，７８１と７８７からミカエル祭に［毎年支払う

べき世襲貢租］２T１G７Pはこの償却から除外される．

第６条．［償却地代の地代銀行委託��省略］

第７条．［償却地代・一時金額は後出第２表．地代銀行委託額と地代端数は省略］それらは［特別

償却］委員によって作成され，当事者双方によって承認された，特別の計算を基礎にしている．

第８条．［対物的負担としての償却地代と関係法規��省略］

第９条．［償却費用の分担と同文４部の償却協定��省略］

プルシェンシュタインにて１８４６年２月１３日��１２１ページは本協定第７条を示す．

同年２月１３日の協定署名集会議事録は省略する．

これを全国償却委員会，ミュラーは同年３月１６日に承認した．

� GK, Nr. 5777, Frohn− und Zinsablösungsreceß vom 13. Februar/16. März 1846 zwischen dem Rittergut Purschenstein

bei Freiberg und den Grundstücksbesitzern zu Clausnitz. ここで貢租と呼ばれているものは，第１条によれば現物貢
租と貨幣貢租である．

� 償却年地代・一時金合計額

第１表は序文から義務者全員の氏名と不動産を示す．

第１表 義務者全員の氏名と不動産

［１］Traugott Friedrich Lippmannの遺族（未亡人
Amalie Friedericke Kempeと子供）（３

４フーフェ
農地〈１０〉）

［２］August Friedrich Müllerと兄弟（１フーフェ農地
〈２５〉）

［３］Johann Christoph Adam Hänel（１フーフェ農地
〈３３〉）

［４］未亡人 Johanne Christiane Lohse（（ａ）１
２フー

フェ農地〈７６〉，（ｂ）上手の世襲採草地，土地
台帳７５２，７５６－７５８

［５］Karl August Schneider（１
４フーフェ農地〈７８〉）

［６］Gottlob Leberecht Kümmer（（ａ）１フーフェ農
地〈８１〉，（ｂ）上手の世襲採草地，土地台帳
７５１，７５３－７５５

［７］同上（１
６フーフェ農地，土地台帳６７６－６７９）

［８］Gottlob Friedrich Zemmrich（３
４フーフェ農地

〈１０７〉）
［９］未亡人 Johanne Eleonore Clausnitzerと子供（１

４
フーフェ農地〈１００〉）

［１０］Carl Gottlob Weidensdörfer（１
２フーフェ農地

〈１１０〉）
［１１］Gottlob Friedrich Herklotz（１

２フーフェ農地
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第２表は，第７条の一覧表から各義務者の償却年地代（Ａ）と一時金（Ｂ）だけを抜き出したもの

である．

第２表 各義務者の償却年地代・一時金額

第３表は，第２表の合計欄に基づいて，一時金換算年地代と一時金の合計額を示す．

第３表 一時金換算年地代・一時金合計額

� 年地代 ２２０T６G２P≒２２０T６G｛５，５０５NT｝〈９５％〉
� 一時金 ｛２６８T７G５P≒２６８NT｝〈５％〉
� 合計額 ｛５，７７３NT｝〈１００％〉

合計額の９５％が年地代によって償却され，残りの５％が一時金によって償還された．しかし，かつ

ての義務（賦役・現物貢租・貨幣貢租）の種目別内訳は不明である．

第１２節 全国償却委員会文書第５７７８号

これは第５７７８号文書，「フライベルク近郊の騎士領プルシェンシュタインと［農村］自治体フリー

デバッハ，クラウスニッツ，ケマースヴァルデ，ハイダースドルフ，ウラースドルフおよびピルスド

ルフとの間の，１８４６年２月１３日／３月１６日の道路建設賦役償却協定（１）」である．本協定は，前節の協

〈１１５〉）
［１２］Traugott Friedrich Wolf（１フーフェ農地の主農

場〈１２０〉｛本来の農場負担の１３２０｝）
［１３］Gottlob Friedrich Lippmann jun．（３

４フーフェ農
地〈１１１〉）

［１４］Johann Gottlob Müller（家屋〈３６〉）
［１５］August Friedrich Müller（２の中の１人）（家屋

〈７３〉）

［１６］Christian Gottlob Müller（１
２フーフェ農地

〈４６〉）
［１７］Johann Christoph Löscher（１フーフェ農地

〈３０〉）
［１８］Friedrich Fürchtegott Böttrich（３

４フーフェ農地
〈８９〉）

［１９］Karl Gottlieb Müller（（ａ）家屋〈１０９〉，（ｂ）
林地）

［１，１８］（Ａ）年地代１４T２４G９P＋（Ｂ）一時金１７T１６
G−P

［２，３］（Ａ）年地代１９T５G３P＋（Ｂ）一時金１９T２G−

P

［４a］（Ａ）年地代１３T１G２P＋（Ｂ）一時金１６T−G−P

［４b，６b］（Ｂ）一時金５T４G−P

［５］（Ａ）年地代９T２３G２P＋（Ｂ）一時金８T４G−P

［６a］（Ａ）年地代１９T５G３P＋（Ｂ）一時金２１T１０G−P

［７］（Ａ）年地代４T１５G−P＋（Ｂ）一時金５T２G−P

［８，１３］（Ａ）年地代１８T１０G６P＋（Ｂ）一時金１７T１６

G−P

［９］（Ａ）年地代６T３G８P＋（Ｂ）一時金５T２４G−P

［１０，１１，１６］（Ａ）年地代１３T１３G６P＋（Ｂ）一時金
１６T−G−P

［１２］（Ａ）年地代１３T−G−P＋（Ｂ）一時金１１T１２G−P

［１４，１５，１９a］（Ａ）年地代３T５G１P＋（Ｂ）一時金
６T−G−P

［１７］（Ｂ）一時金−T１７G５P

［１９b］（Ｂ）一時金１５T１２G−P

合計（Ａ）年地代２２０T６G２P＋（Ｂ）一時金２６８T７G５P
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定と全く同じ日に署名・承認されたものである．また，本協定の表題に列挙された農村自治体のう

ち，ウラースドルフとピルスドルフは本文では１農村自治体と見なされている．さらに，３農村自治

体，ディッタースバッハ，ノイハウゼンとザイフェンは，協定表題に列挙されていないけれども，本

文では償却年地代・一時金を負担している．

ザイダからノイハウゼンとアインジーデルを経て，ボヘミアのブリュックス（２）（Brüx）に通じる舗

装道路が建設されるまでは，以前そこにあった街道，普通はアインジーデル［街道］あるいは中部

［エルツ］ゲビルゲ街道と呼ばれていた［街道］，を建設・維持する義務が騎士領プルシェンシュタ

イン＝ザイダに課されていた．１７００年……に作成され，１７０１年……に領邦君主によって承認された世

襲台帳……第４０条によれば，この義務はフリーデバッハ，クラウスニッツ，ケマースヴァルデ，ハイ

ダースドルフ，ウラースドルフ・ピルスドルフ，ディッタースバッハ，ノイハウゼンおよびザイフェ

ンの［村落］共同体［後に農村自治体］とプファッフローダ領のいくらかの領民に再び移された．さ

らに，上記世襲台帳……第４２条によればノイハウゼン，ディッタースバッハとザイフェンの共同体は

街道と溝での雪かきを義務づけられていた．

プファッフローダ領領民の道路建設義務と自治体ノイハウゼンの雪かき義務（３）が既に以前に償却さ

れた後，残りの自治体のそれも本契約によって両種とも完全に廃棄・廃止された．

第１の［当事者］である，騎士領プルシェンシュタイン＝ザイダの所有者……と，第２の当事者で

ある自治体�フリーデバッハ，�クラウスニッツ，�ケマースヴァルデ，�ハイダースドルフ，�ウ

ラースドルフ・ピルスドルフ，�ディッタースバッハ，�ノイハウゼンおよび�ザイフェンは，この

［特別償却］委員会が作成した計算と，それが与えた，法律上有効な決定に基づいて，それについて

次のように協定した．その［村］長は�がカルル・ゴットロープ・ベトガー（Karl Gottlob Böttger），

�が世襲村長ゴットロープ・フリードリヒ・ヴィルト（Gottlob Friedrich Wirth），�がヨハン・ゴッ

トロープ・ミュラー（Johann Gottlob Müller），�が……現在カルル・ヴィルヘルム・ティエンカー

（Karl Wilhelm Tiänker），�がフュルヒテゴット・フリードリヒ・シュナイダー（Fürchtegott Friedrich

Schneider），�が世襲村長ゴットリープ・フリードリヒ・ヴェンツェル（Gottlieb Friedrich Wenzel），

�が……現在ヴィルヘルム・フュルヒテゴット・クンツェ（Wilhelm Fürchtegott Kunze），�が……現

在ゴットリープ・フリードリヒ・レーベレヒト・ハウシュタイン（Gottlieb Friedrich Leberecht

Haustein）である［前任者の氏名は省略］．	
特別［償却］委員は前節の協定と同じであった．

第１条．……［騎士領所有者］は，契約に基づいて，あの道路を建設・維持し，道路と溝の雪かき

をする，という，上記の義務から自治体フリーデバッハ，クラウスニッツ，ケマースヴァルデ，ハイ

ダースドルフ，ウラースドルフ・ピルスドルフ，ディッタースバッハ，ノイハウゼンとザイフェンを

ここに免除する．この免除は１８４４年から生じた，と見なされる．

第２条．上記の自治体はその［村］長を通じてこの免除を受け入れ，この義務を国家に対して償却

した騎士領プルシェンシュタインに弁償するために，１８４４年から次の償却年地代を承認した．すなわ

ち，自治体�フリーデバッハ５T１２G８P，�クラウスニッツ５T１７G３P，�ケマースヴァルデ４T１５

１２３騎士領プルシェンシュタイン（南ザクセン）における封建的諸義務の償却（２）
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G５P，�ハイダースドルフ１T６G−P，�ウラースドルフ・ピルスドルフ１T６G−P，�ディッター

スバッハ５T１１G２P（うち３T２０G５Pは道路建設，１T２０G７Pは雪かきのために），�ノイハウゼン

２T３G６P，�ザイフェン４T１４G２P（うち２T２０G２Pは道路建設，１T２４G−Pは雪かきのため

に），合計２９T２６G６Pである．

�から�までの自治体はその地代を自治体所有地（Gemeindegrundstücke）［その土地台帳番号は省

略］で引き受ける．これは対物的負担である．［関係法規��省略］

第３条．上記の年地代は年４回……，現在はプルシェンシュタインの騎士領領主に支払われる．し

かし，�から�までの自治体の地代，……合計して２５T１２G−Pは本協定承認直後の復活祭期あるいは

ミカエル祭期にプルシェンシュタインの騎士領領主から地代銀行に委託される．［委託地代額・地代

端数・関係法規��省略］

自治体ザイフェンが引き受けた地代４T１４G２Pは，プルシェンシュタインの騎士領領主に対して

１８４６年復活祭に１１１T２５G−Pの一時金でもって償還される．

第４条．［償却費用の分担��省略］

第５条．［同文１１部の償却協定��省略］

プルシェンシュタインにて１８４６年２月１３日

同年２月１３日の協定署名集会議事録は省略する．

これを全国償却委員会，ミュラーは１８４６年３月１６日に承認した．

第１表は，道路建設・維持賦役償却年地代額（第２条）から計算された村別償却一時金額である．

第１表 村別賦役償却一時金額

� フリーデバッハ ５T１２G８P≒５T１２G｛１３５NT｝
	 クラウスニッツ ５T１７G３P≒５T１７G｛１３９T５G≒１３９NT｝

 ケマースヴァルデ ４T１５G５P≒４T１５G｛１１２T１５G≒１１２NT｝
� ハイダースドルフ １T６G−P ｛３０NT｝
� ウラースドルフ・ピルスドルフ １T６G−P ｛３０NT｝
� ディッタースバッハ ５T１１G２P≒５T１１G｛１３４T５G≒１３４NT｝
� ノイハウゼン ２T３G６P≒２T３G｛５２T１５G≒５２NT｝
� ザイフェン ｛１１１T２５G−P≒１１１NT｝
� 合計 ２９T２６G６P≒２９T２６G｛７４６T２０G≒７４６T｝

道路建設・維持（雪かきを含む）を義務づけられていた８村は，この賦役の償却のために，一時金

換算で合計約７４６Tを負担した．

（注１）GK, Nr. 5778, Straßenbaudienstablösungsreceß vom 13. Februar/16. März 1846 zwischen dem Rittergut

Purschenstein bei Freiberg und den Gemeinden zu Friedebach, Clausnitz, Kämmerswalde, Heidersdorf, Ullersdorf und

Pillsdorf.
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（注２）ブリュックスは現在のチェコ領モスト（Most）である．ザクセン州立中央文書館回答．
（注３）ノイハウゼン村の雪かき賦役は，全国償却委員会文書第２０２５号（本稿第６節）第２条（ｂ）に記され

た，「……新分農場の傍の家畜用小桶までのノイハウゼンの道路の雪かき……」であろう．

１２５騎士領プルシェンシュタイン（南ザクセン）における封建的諸義務の償却（２）
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Ablösungen der feudalen Grundlasten auf dem
südsächsischen Rittergut Purschenstein (2)

Nobushige Matsuo

(Ⅰ) Ablösungsrezeß Nr. 1852 der sächsischen Generalkommission für Ablösungen und Gemeinheitstheilungen

(1) Zinsablösungsrezeß

(2) Gesamtsumme der Ablösungsrenten und −kapitalien

(Ⅱ) Frohn−, Zins− und Dienstgelder−Ablösungsrezeß Nr. 1853 der Generalablösungskommission

(Ⅲ) Ablösungsrezeß Nr. 1892 der Generalablösungskommission

(1) Frohn− und Zinsablösungsrezeß

(2) Gesamtsumme der Ablösungsrenten und −kapitalien

(Ⅳ) Ablösungsrezeß Nr. 2023 der Generalablösungskommission

(1) Frohn− und Zins−Ablösungsrezeß

(2) Gesamtsumme der Ablösungsrenten und −kapitalien

(Ⅴ) Ablösungsrezeß Nr. 2024 der Generalablösungskommission

(1) Frohn− und Zinsablösungsrezeß

(2) Gesamtsumme der Ablösungsrenten und −kapitalien

(Ⅵ) Ablösungs−Rezeß Nr. 2025 der Generalablösungskommission

(1) Frohnablösungsrezeß

(2) Gesamtsumme der Ablösungsrenten und −kapitalien (Vol.39, No.3)

(Ⅶ) Ablösungs−Rezeß Nr. 2026 der Generalablösungskommission

(Ⅷ) Ablösungsrezeß Nr. 2027 der Generalablösungskommission

(1) Frohnablösungsrezeß

(2) Gesamtsumme der Ablösungsrenten und −kapitalien

(Ⅸ) Ablösungsrezeß Nr. 3700 der Generalablösungskommission

(1) Frohn−, Zins− und Huthungs−Ablösungsrezeß

(2) Gesamtsumme der Ablösungsrenten und −kapitalien

(Ⅹ) Zinsablösungs− und Erbpachtaufhebungs−Receß Nr. 4601 der Generalablösungskommission

(�) Ablösungsreceß Nr. 5777 der Generalablösungskommission

(1) Frohn− und Zinsablösungsreceß

(2) Gesamtsumme der Ablösungsrenten und −kapitalien

(�) Straßenbaudienstablösungsreceß Nr. 5778 der Generalablösungskommission
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